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事務運営の概要等

課税第一部審理課

1 基本的な考え方

審理課は、課税処理の統一性・透明性の確保の要請を踏まえ、法令の適用に関する事

務に関して多角的な観点から検討を加え、一元的で効率的な審理体制の強化を目的とし

て、局署の複雑困難事案に係る審理事務について、関係各課及び局署審理専門官等との緊

密な連携・協調体制の下、効果的かつ効率的な事務運営を行う。

2事前照会事務

（1） 事前照会事案については、事案の発生後早期に方向性を明確化するとともに、局内

関係課や庁審理室との連絡・協議を密にし、情報を随時共有することで、正確かつ迅

速な処理を行う。

（2） 文書回答手続については、局外への広報活動及び職員への利用促進の意識付けを積

極的に行うとともに、文書回答手続を利用していない事前照会事案に対し利用勧奨を

行うことで、その利用促進を図る。

3不服申立事務

（1） 再調査請求事案については、大型事案を中心に臨署指導を積極的に実施するととも

に、モデルスケジュール表を活用した進行管理の徹底により適正かつ迅速な処理を行
ｰ

フ。

(2) 直接審査請求事案については、臨署指導を積極的に実施するとともに、事務が集中

するときには、担当ラインを超えて課内の事務量を平準化することにより、答弁書の

期限内提出を厳守する。

4争訟見込み事案に対する支援事務

（1） 「争訟見込み事案に対する支援等に係る事務処理手続について（事務運営指針)」に

定める支援を実施するほか、①特定の争点・事項についての照会や理由附記の文案審

査などにも積極的に対応、②法曹審理官のノウハウを活用し、調査中の証拠の評価や

私法上の取扱いなどの相談にも積極的に対応、③局調査事案について、支援対象に一

定金額以上の重加算税賦課事案を追加、④局調査事案について、随時、各課の審理専

門官等とショートミーティングを実施などにより、争訟見込み事案に対する早期関与

と的確な支援を実施する。

-1-
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(2) 法曹審理官による実例を交えた講話を実施し、局・署の職員の能力の向上を図る。

5その他

，局内関係課室の審理担当者が一堂に会し、各課室にまたがる広範な審

議及び情報の共有化を図る場として、審理協議会を適切に運営していく。

各課室にまたがる広範な審理
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事務運営の概要等

課税第一部機動課

1 基本的な考え方

機動課は、資産課税課との連絡協調体制の下、各署における複雑困難事案等の発生状

況及び調査の進捗状況等を的確に把握し、署からの派遣要請を踏まえて、相続税事案を

中心に、 「署では対応が困難な真に調査が必要な事案」に係る調査支援を行う。

また、調査経験の浅い職員（調査事務経験3年未満の者）に対しては、調査技法等の

レベルアップが図られるよう積極的に同行指導を実施する。

令和元事務年度の事務運営

(1) 派遣方針

機動課職員の派遣は、富裕層への対応を強化するため、相続税事案（原則、総遺産

価額3億円以上）を中心に、 「署では対応が困難な真に調査が必要な事案等」に対する

調査支援を主目的として、下表のとおり年3回実施する。

(2) 調査経験の浅い職員等に対する支援

調査経験の浅い職員に対する支援を強化するため、派遣開始時期を7月中旬とし、

専科・専攻税法研修受講前の職員に対する指導を充実させる。

また、調査パフォーマンスの向上を図るため、調査経験の浅い職員に対する指導に

2

加え、派遣先署における事務系統間交流者等への指導を実施する。

○年間派遣スケジュール
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事務運営の概要等

課税第一部資産評価官

○土地評価審議会

士地評価審議会は、相続税法第26条の2の規定等により、土地の評価に関する事項で

国税局長がその意見を求めたものについて調査審議することを目的として、毎年5月に

開催している。

〔参考〕

○審議事項

①都県庁所在都市の最高標準宅地の評価基準額

②都県の用途別主要標準地の評価基準額及び借地権の価額

③農業投資価格

○委員（定員：20名、任期：平成29年10月1日～令和元年9月30日）
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区分 氏 名 職 名

学識経験者

梅田 圭

井上 隆

西尾昇治

白田佳子

西山由美

西村 新

杉田慶
一

西川弘典

岩谷 眞

稲野邉 俊

坂本圭 一

持田文男

須藤正敏

みずほ信託銀行株式会社常務執行役員

一般社団法人日本経済団体連合会常務理事

東京商工会議所常務理事

筑波学院大学経営情報学部客員教授

明治学院大学経済学部教授

東京税理士会会長

千葉県税理士会会長

一般社団法人不動産協会税制委員会委員長

一般財団法人日本不動産研究所常勤監事

公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会副会長

一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会会長

一般社団法人神奈川県農業会議会長

東京都農業協同組合中央会会長

地方公共団体

の職員

佐藤智秀

尾塔美貴江

今泉光幸

鈴木康之

東京都総務局行政部長

神奈川県政策局自治振興部長

千葉県総務部長

山梨県総務部長

関係行政機関

の職員

倉林健
一

一

一
月

－

戸 直哉

馬場敏郎

関東財務局管財第二部長

関東農政局経営・事業支援部長

関東森林管理局計画保全部長



事務運営の概要等

課税第一部国税訟務官室

1 基本的な考え方

国税訟務官室は、国税の課税処分等について提起された取消訴訟や損害賠償請求訴訟

等における訴訟事務を通じて、適正・公平な課税の実現と税務行政への信頼を確保する

ことを目的とし、的確な訴訟遂行に努める。

2訴訟事務関係

（1） 事実関係の正確な把握及び的確な訴訟遂行

課税関係の訴訟事務においては、事実関係の正確な把握が極めて重要であることか

ら、新たに発生した訴訟事件については、原処分担当部署と連携を密にして速やかに

原処分等の内容を検討し、訴訟遂行上必要と認められる場合は積極的に補完調査を実

施するなどして証拠を収集し、的確な訴訟遂行に努める。

（2） 主張の充実

海外取引等を含む複雑かつ困難な租税回避事件等については、原処分担当部署を含

む関係部署と綿密な打合せを行うほか、大学教授等の専門家を積極的に活用し、主張

の更なる充実を図る。

（3）最近の訴訟事務を取り巻く環境への的確な対応

訴訟事務を取り巻く環境は、近年、①国際課税や租税回避事件など事件の大型化・

複雑化、②相手側訴訟代理人の専門化、③審理の迅速化の各傾向が継続している。

よって、争訟見込み事案に対する支援などの機会を通じて、引き続き原処分段階か

ら関係部署との緊密な連携を図るとともに、法務当局との連携の強化や、 コアとなる

人材の育成のための計画的な登用にも配意する。

3争訟見込み事案に対する支援

争訟見込み事案については、課税第一部審理課及び調査第一部調査審理課からの支援

要請などを受けて、支援班を中心に、調査の早い段階から関与し、事実確認や証拠等の

収集・保全等について訴訟対応の観点から的確な支援を行う。

4判決情報のフィードバック

勝訴判決を積み重ねて税務行政への信頼を確保していくためには、適時・的確な訴訟

遂行はもとより、課税処分等が訴訟に耐え得るものであることが重要であることに鑑み、

署職員等に対し次に掲げる判決情報を積極的に提供するとともに、その有効活用等を働

きかけていく。
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(1) 判決速報

判決において示された裁判所の判断等を調査現場などの課税実務において早期にか

つ効果的に活用することができるよう、事実関係、判決要旨を簡記した判決速報を作

成し、原則、判決後1か月以内に「東京国税局ポータルサイト共通ライブラリ」に掲載

する。

(2) 調査に生かす判決情報

判決において示された裁判所の判断を基に、法令解釈や調査手続、証拠の収集・保

全など、実務において参考となる事項を判決情報として作成し、 「東京国税局ポータル

サイト共通ライブラリ」に掲載する。

(3) 署の職場研修等への当室職員の講師派遣

上記(1)及び(2)の情報の有効活用と原処分調査への審理支援を目的として、署の要請

に応じて当室職員を職場研修等の講師として派遣しており、引き続き、積極的な活用

を署に働きかける。
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事務運営の概要等

課税第一部資料調査第一課

1 基本的な考え方

複雑、困難、広域、複数税目などの観点から、署では十分な調査を行うことができないと

認められるいわゆる調査困難事案等について、関係者を一体的に捉えた深度ある調査を実施

するとともに、それらに関する調査技法の開発に努める。

2令和元事務年度の事務運営

（1）調査事務の充実

調査の実施に当たっては、調査困難事案等を的確に選定した上で、重点課題である国際

化・富裕層・消費税・無申告事案について優先的かつ積極的に着手・処理する。

また、法令等に基づき適正に調査手続きを履行し、円滑に調査を実施するとともに、的

確な進行管理の下、事案に応じた適切な調査体制を編成するなど、コストパフォーマンス

を意識した調査を効果的かつ効率的に実施する。

なお、調査審理においては、客観性を十分に確保した上で、課税の統一性・適法性の確

保及び適正な課税の観点から､審理専門官等が調査着手前（準備調査）あるいは着手後早

期の段階から事案に関与することで、課税要件の充足性を確保するとともに必要な証拠の

収集・保全を的確に行う。

（2） 人材育成

当課経験の浅い職員の調査能力の向上を図るため、定期的な机上研修と担当班を中心と

したOJTによる指導を実施するとともに、選定事務に際しては、各種資料の分析・検討

方法等の指導により調査事案の組成手法等を習得させる。

また、署職員の調査能力の向上を図るため、短期併任の受入れ及び局署合同事案調査等

の機会を活用し、OJT及び各種研修を積極的に実施する。
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調査事績(平成31年3月末現在）

1基幹事案

※括弧書は､前事務年度からの繰越事案件数を内書で示す。
(参考）

※⑫は基幹事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。

基幹･関連事案合計2

※3年平均欄の｢基幹1件当たり中央値｣は､過去3年間の処理事績に係る中央値を記載している。

(参考）

⑩は基幹・関連事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。
⑦、⑨、⑬は、基幹・関連合計した所得金額（⑥、⑧）及び追徴税額（⑩）を基幹の処理件数((1)④)で除した値を示す。
⑪は基幹・関連合計した追徴税額が1千万円未満の事案の件数を示す。
⑫は少額是正件数（⑪）を基幹の処理件数((1)@)で除した値を示す。
⑭は基幹・関連事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計金額を基幹1件当たりとした場合の中央値を示す。

※
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事務

年度

NQ

年度 NQ

計画

件数

① 件

着手

件数
着手

割合

② 件 ③ ％

増差
所得

不正

発見

割合

不正

発見
件数

更更

修正

割合
修正
件数

処理

割合

処理

件数

④ 件⑤％⑥件⑦％⑧件⑨％ ⑩百万円 ⑪百万円 ⑫百万円

単独
29

30

1

2

(2)
11

(3)
12

(2)
15

(3)
15

136.4

125.0

13

12

118.2

100.0

12

12

92.3

100.0

7

5

53.8

41.7

2,928

1,949

675

332

853

1,151

局署合同
29

30

3

4

(O)
22

(0）
20

(O)
20

(O)
21

90.9

105.0

20

21

90.9

105.0

19

21

95.0

100.0

14

17

70.0

81.0

832

1,225

750

681

382

577

合計
29

30

5

6

(2)
33

(3)
32

(2)
35

剛'弱
106.1

■ C 早

;112;5

33

崖
３

一

《

３

100．0

; :# 1103証

31

33

93.9

100.0

21

22

63.6

66.7

3,760

3,174

1,425

1,013

1,235

1,728

3年平均 7
32 35 109．4 31 96.9 28 90.3 19 61.3 2,897 1,882 1,204

3年平均対比
(6/7又は6-7）

8
100.0% 102.9%

ポイント

+3.1 106.5％

ポイント

+6.2 117.9%

ポイント

+9.7 115.8%

ポイント

+5.4 109.6% 53.8％ 143.5％

上記合計の
うち国際化
富裕層

29

30

9

10

(2)
8

(2)
10

(2)
8

(2)
10

100.0

100.0

7

10

87.5

100.0

戸
『
』

10

71.4

100.0

2

4

28.6

40.0

2,308

1,749

133

181

548

1,059
対前年比
(10/9又は10-9)

1l
125.0% 125.0%

ポイント

0.0 142.9%

ポイント

+12.5 200.0%

ポイント

+28.6 200.0%

ポイント

+11.4 75.8％ 136.1％ 193.2％

事務
年度

Nu

年度 恥

処理

件数

①件②件③％④件⑤％ ⑥百万円 ⑦百万円 ⑧百万円 ⑨百万円 ⑩百万円 ⑪件 ⑫％ ⑬百万円 ⑭百万円

単独
29

30

1

2

23

32

18

32

78.3

100．0

11

15

47.8

46.9

3,226

2,930

248

244

928

723

71

60

1,308

1,370

4

ー

30.8

ー

101

114

45

59

局署合同
29

30

3

4

30

31

29

29

96.7

93.5

18

24

60.0

77.4

941

1,365

47

65

800

757

40

36

405

620

11

8

55.0

38.1

20

30

9

24

合計
29

30

5

6

53

63

47

61

88．7

96.8

29

39

54.7

6139

4,167

4,295

126

} +130

1,728

1,480

52

認J迷45

1,713

1,990

15

8；

45.5

』 "2懇2

52

き §60

17

29

3年平均※ 7
54 48 88.9 28 51.9 3,578

P

竃b h ■ ○ 4 O q

: :… 115 2,214

P

I I 1,623

.f ､2;.:､ : .霊，

m: 2
瓢獄i '蘭

: :38．7 52 23
3年平均対比
(6/7又は6-7）

8
116.7％ 127.1％

ポイント

+7.9 139.3％

ポイント

+10．0 120.0％ 113．0％ 66.8％ 6364％ 122.6％ 66;7％ ▲14

ｆ
－
ｂ 11564％ 126.1％

上記合計の

うち国際化
富裕層

29

30

9

10

7

10

5

10

71.4

100．0

2

4

28.6

40.0

2,308

1,749

330

175

133

181

19

18

548

1,059

3

1

42.9

10．0

78

106

12

34

対前年比
(10/9又は10-9)

11
142.9％ 200.0％

ポイント

+28．6 200.0％

ポイント

+11．4 75.8％ 53.0％ 136.1％ 94.7％ 193.2％ 33.3％

ポイント

▲32．9 135.9％ 283.3％
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S基幹･関連･連携事案合計

携

年度 処理 更 更 不正 不正
差 基幹 不正 基幹 追徴

件数 ’正 ’正 発見 毫昊 所ィ 1件 所佇 1件 税額
N 件数 宝l△ 件数

当 リ 当ナリ

年度N① 件②件③ ／④件⑤ ／⑥百万円○百万円⑧百万円⑨百万円○百万円

29 1 79 133227 22 815 15 556 3322 256 1021
単独

30 2 60 137032 32 1000 15 469 2930 244 723

29 3 44 43036 35 972 23 639 1032 52 883四八

30 4 923 44 68841 39 951 31 756 1580 75

項目項目

処理

件数

蝋慨更蝋慨更

能慨更能慨更

不正

発見

件数

不正

発見

件数

不正

発見

割合

不正

発見

割合

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

増差
所得
増差
所得

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

追徴
税額
追徴
税額

不正

所得

不正

所得

調査態様査態様

22 81．5 55．6 3322 1021

723

75．6 580

71 97．3 4510 1646 50

56 88．9 524 3712 2292 74

3年平均対比
（6/7又は6-7）

(参考）

■I■■■■
※⑩は基幹・関連・連携事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。
⑦、⑨は基幹・関連・連携合計した所得金額（⑥、⑧）を基幹の処理件数((1)④)で除した値を示す。

4消費税

※①は基幹・関連・連携事案の件数の合計を示すも
②、⑤は基幹・関連・連携事案の消費税及び各加算税の合計を示す。
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上記合計の
うち国際化
富裕層

29

30

9

10

7

10

5

10

71.4

100.0

2

4

28.6

40.0

2,308

1,749

330

175

133

181

19

18

548■■■
1,059

対前年比
(10/9又は10-9)

11
142.9% 200.0%

ポイント

+28.6 200.0%

ポイント

+11.4 、 75.8％ 53.0% 136.1% 94d7% 193.2%

事務
年度

NO.

年度 NO.

調査
件数

①件

差
額
増
税 内固有

1件
当たり

②百万円 ③百万円 ④百万円

不正

税額 内固有
1件
当たり

⑤百万円 ⑥百万円 ⑦百万円

単独
29

30

1

2

14

12

305

28

222

19

22

2

92

13

74

1l

7

1

局署合同
29

30

3

4

23

28

114

259

66

140

5

9

76

175

58

135

3

6

合計
29

30

5

6

37

40

419

287

288

159

11

7

168

188

132

146

5

5

3年平均 7
35 351 214 10 174 134 5

3年平均対比
(6/7）

8
114.3% 81.8% 74.3％ 70.0％ 108.0％ 109.0% 100.0％



事務運営の概要等

課税第一部資料調査第二課

1 基本的な考え方

複雑、困難、広域、複数税目などの観点から、署では十分な調査を行うことができな

いと認められる調査困難事案や、近年の社会・経済情勢の変化や新たな取引手法等にも着

目した多額の課税上の問題が想定される事案､税制や法的仕組みを利用した租税回避等が

見込まれる課税困難事案について、関係者を一体的に捉えた深度ある調査を実施する。

2令和元事務年度の事務運営

（1） 調査事務の充実

引き続き、相続税事案等の富裕層事案のうち、大口・悪質な調査困難事案や課税困

難事案に重点を置き、関係者を一体的に捉えた深度ある調査を実施する｡

また、調査パフォーマンスの最大化に向け、選定、準備調査、進行管理の各段階で

その精度を向上させる。このため、事案組成部署との連携などにより調査困難事案の

選定や独自選定における事前の資料情報の充実など選定精度の向上に取り組むととも

に、調査展開に応じた検討会の実施、事案ごとメリハリのある事務量投下など、調査

マネジメントをより充実させる。

（2） 調査審理の充実

当課の担当する事案は、社会的注目を集める事案、課税関係が複雑で課税処理が困

難な事案が多いことから、調査審理の充実に努める。特に、課税困難事案や争訟が見

込まれる事案の調査に当たっては、審理専門官の早期関与や調査着手前から審理部署

等との連携により、法令面からの検討、争訟を見据えた証拠の収集と保全などを充実

させる。

3 人材育成等

資料調査課の実査官としての経験が少ない者や､若手実査官の中には調査経験が十分

でない者も見られることから、課全体で職員の調査能力及び審理能力の向上に努める。

このため、実地調査等を通じたOJTによる調査手法の習得、調査情報等の共有、事案

検討会の充実などに取り組む。

また、職員が持てる能力を十分に発揮できるよう、職場環境の整備に努める。
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調査事績(平成31年3月末現在）

※括弧書は､前事務年度からの繰越事案件数を内書で示す。

(参考）

※⑫は基幹事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。

2基幹･関連事案合計
万l-L

※3年平均欄の｢基幹1件当たり中央値｣は､過去3年間の処理事績に係る中央値を記載している。

(参考）

⑩は基幹・関連事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。
⑦、⑨、⑬は、基幹・関連合計した所得金額（⑥、⑧）及び追徴税額（⑩）を基幹の処理件数((1)@)で除した値を示す。
⑪は基幹・関連合計した追徴税額が'千万円未満の事案の件数を示す。
⑫は少額是正件数（⑪）を基幹の処理件数((1)@)で除した値を示す。
⑭は基幹・関連事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計金額を基幹1件当たりとした場合の中央値を示す。

※
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事務
年度

NQ

年度 NO.

計画
件数

① 件

着手
件数

着手
割合

② 件 ③ ％

増差
所得

不正

発見

割合

不正

発見

件数

更更

修正
割合

修正

件数

処理

割合

処理

件数

④ 件 ⑤％⑥件⑦％⑧件⑨％ ⑩百万円 ⑪百万円 ⑫百万円

単独
29

30

1

2

(4)
62

(4)
62

(4)
57

(4)
52

91.9

83.9

33

25

53.2

#溌期識：

27

23

81.8

92.0

5

3

15.2

12.0

5,400

7,784

474

1,496

1,534

2,762

局署合同
29

30

3

4

25

24

26

28

104.0

116.7

26

27

104.0

112.5

21

27

80.8

100.0

7

2

26.9

7.4

3,571

2,372

1,530

364

1,198

633

合計
29

30

5

6

(4)
87

(4)
86

(4)
83

戦揃
95.4

■ ､
c ■ ■ 申 ■ ■ ョ ■

■ ■b Lら L ■ eLa ヨ ●

■ L凸 ■ ● ヰ ■ e ●

93縦

59

■~ ■ ● . ■ ･■D･狸

2．K :: ？:.,:麩E:1蕊ﾖ謹縦↓中

蕊溺2;リ

67.8
；｡:+支・式#:ﾑ;#?｡?,:¥女二無呂:』丈砿大戦:秒;;:6A
67¥｡.､¥･I･;0? :｡¥･鷲･溝･;心･おg･瓦粍､X‘:｡:.↑･；･削り: ‘

蕊蕊禰灘

48

50

81.4

96.2

12

5

20.3

9.6

8,971

10,156

2,004

1,860

2,732

3,395

3年平均 7
86 85

。

・

〃

ａ

●

■

■

ａ

Ｊ

凸 ● ‘ ■▲些●F b c鳶98澱； 66 l凝議瀧識I 58 87.9 20 30.3 13,733 4,304 5,898
3年平均対比
(6/7又は6-7）

8
100.0% 94.1%

鋤
醐 78.8％

識蕊3通難
零:ﾆｰ :: ･･.::鐙:_ﾔﾆﾆ曾日旨を霊ﾖ室:言‘曾司垂:剥日？

驚奮謹蔽2 86.2％

ポイント

+8.3 25.0%

ポイント

▲20.7 74.0% 43.2％ 57.6％

上記合計の

うち国際化
富裕層

29

30

9

10

(3)
76

(4)
66

71

57

93.4

86.4

47

34

61.8

51.5

38

33

80.9

97.1

8

4

17.0

11.8

5,892

7,964

652

1,536

1,670

2,850

対前年比
(10/9又は10-9)

11
86.8％ 80.3％

ポイント

▲7．0 72.3％

ポイント

▲10.3 86.8％

ポイント

+16.2 50.0%

ポイント

▲5．2 135.2% 235.6％ 170.7%

事務
年度

Nu

年度 NQ

処理

件数

①件②件③％④件⑤％ ⑥百万円 ⑦百万円 ⑧百万円 ⑨百万円 ⑩百万円 ⑪件 ⑫％ ⑬百万円 ⑭百万円

単独
29

30

1

2

40

33

34

31

85.0

93.9

5

8

12．5

24.2

6,704

7,921

203

317

474

1,609

14

64

2,310

2,820

16

6

48.5

24.0

70

113

11

37

局署合同
29

30

3

4

26

27

21

27

80.8

100．0

7

2

26.9

q ● ③少 ●

7:4

3,571

2,372

137

88

1,530

364

59

13

1,198

633

14

14

53.8

51.9

46

23

7

7

合計
29

30

5

6

66

60

55

58

83.3

0 ■ ■ ･ 弓 タ

96 7

12

10

18．2
. ~ ？ .‘ ･ 二. . -L ﾆｰ ■ ﾆ ｰ 日

:t : #; ､ﾐ:X ; 1 ir2鐸｡: :澤

識;弧6茄

10,275

10,293

174

II職靴

2,004

1,973

34

溌電8

3,508

3,453

30

201

50.8
q ■ C ■ ■ ■

3865

59

ぐ
』

凸

Ｆ

・

： ‐ ． ． ？ ｡ ．

6げ

10

: f :蕪: :24

3年平均※ 7
73 66 升906;4ハ 20

q鍬# :窪裁
馴27も41 14,270

◇．、▽，。◇◇△。免・守り．。■凸・◇Ｄ 16 4,306 蕊:謡:¥65 6,198

｡

ｳ 凸 ① ● T ○ 昏 ■ け

28 4284

＋
‐
さ
、
Ｇ
ｅ

垂;94 15:
C ■ ■ ■

3年平均対比
(6/7又は6-7）

8
82.2％ 87.9％

ポイント

+633 50.0％
b

，謝iポイント

▲1067 72.1％

; : ､懸溌:｡,龍.軸:
. . . ； :｡ ｡ ｡ : ．蕪･ ･･

錘91:〃％ 45.8％

60 申

4 心 、 ■ ▲

鷺…;585％ 55.7％ 71.4％

ポイント

▲339

津麓ゞ妊毘

藁 ﾐ〃0％ : ： :16Q0％

上記合計の
うち国際化
富裕層

29

30

9

10

47

34

38

33

80.9

97.1

8

4

17．0

11．8

5,892

7,964

125

234

652

1,536

14

45

1,670

2,850

25

12

53.2

35.3

8

’

’
136

84
’
’ 27

対前年比
(10/9又は10-9)

11
72.3％ 86.8％

ポイント

+16．2 50.0％

ポイント

▲5．2 135.2％ 187.2％ 235.6％ 321.4％ 170.7％ 48.

｜ ポイント

0%I ▲17．9 233.
’

3%’ 337.5％



調茸

3基幹･関連･連携事案合計

一…
0

項目項目

処理

件数

徽慨更徽慨更

船慨更船慨更

不正

発見

件数

不正

発見

件数

不正

発見

割合

不正

発見

割合

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

増差
所得

増差
所得

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

追徴
税額
追徴
税額

不正

所得

不正

所得

調査態様調査態様

38 86．4 11．4 6731 474

1530 59

34 100.0 2515 414

｜
’

80 97．6 18．3 10589 2118

81 91．0 23．6 14511 4329

3年平均対比
（6/7又は6-7

4，ン

98.8％ ＋6.6

(参考）

■
※⑩は基幹・関連・連携事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。
⑦、⑨は基幹・関連・連携合計した所得金額（⑥、⑧）を基幹の処理件数((1)④)で除した値を示す。
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上記合計の

うち国際化
富裕層

29

30

9

10

47

34

38

33

80.9

97.1

8

4

17.0

11.8

5,892

7,964

125

234

652

1,536

14

45

1,670■■
2,850■■

対前年比
(10/9又は10-9)

11
72.3％ 86.8％

ポイント

+16.2 50.0%

ポイント

▲5．2 135.2% 187.2% 235.6％ 321.4% 170.7%■■



事務運営の概要等

課税第一部資料調査第三課

1 基本的な考え方

金融商品の発達や経済活動の広域化・多様化・ ICT化の進展に対応し、資料情報の充

実を図るため、他の資料情報部署及び調査（企画）部署との連携・協調を一層推進させる

とともに、資料源開発に当たっては、全国的・全税目的な視野に立った開発を基本としつ

つ、局内ニーズにも的確に対応する。

また、重点課題を主眼に情報収集を行うとともに、各課の施策等に活用できるよう、収

集した情報に保有情報等を付加した上で、様々な観点から分析・検討を行い、早期に提供

する。

2令和元事務年度の事務運営

（1） 資料情報収集の充実等

業や官公庁に対し協力依頼により収集した取引

履歴や各種情報などの大量データを検討・分析し、真に有効な資料せんを作成する。

また、収集したデータは、新料調システムに格納し、局署職員が閲覧し調査に活用す

るとともに、査察部等の組成部署に提供し有効な活用を図る。

(2) 人材育成

当課で蓄積された資料情報収集技術の伝承のため、 30事務年度に試行的に実施した自

他局の開発特官及び資料部門と共同事案で、大量データの収集と分析などに関し技術の

向上が認められたため、件数を拡大して実施する。

－14－



弓lEl査号未祝昌

○資料情報収集事績(令和元年6月末現在(見込)）

(単位:件､％､枚､百万円）
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進捗状況

計画

件数

着手件数

着手
割合

終了件数

終了
割合

①件 ②件 ③％ ④件 ⑤％

収集事績

活用効果の高い資料

計
重要

資料
各課

連絡

蓄積
その他

⑥枚 ⑦枚 ⑧枚 ⑨枚

活用事績

活用

件数
資料端緒
増差所得 1件

当たり

⑩件 ⑪百万円 ⑫百万円

29 1 40 38 95.0 38 100.0 2,698 533 2,165 75,823,695 15 58 4

30 2 32 29 90.6 29 100．0 2,378 403 1,975 108,462,027 70 1,312 19

5年

平均
3 34.4 33.2 96.5 33.0 100.6 2,028 466 1,306 73,731,075 63 1,105 18

5年平均

対比
4

％

93.0

％

87.3

ﾍﾟｲﾝﾄ

▲5．9

％

87.9

ﾍﾟｲﾝﾄ

▲0．6

％

117.3

％

86.6

％

151.2

％

147.1

％

111．1

％

118．7

％

103.9



事務運営の概要等

課税第一部資料調査第四課

1 基本的な考え方

国際化事案のうち、真に資料調査課が調査すべき事案、すなわち、複雑、困難、広域、

多税目などの観点から、署では十分な調査を行うことができないと認められる課税困難事

案等について、深度ある調査を実施する。

2令和元事務年度の事務運営

（1） 調査事務の充実

事案組成に当たっては、国際統実等の企画部署と緊密に連絡協調し、国際的租税回避

スキーム事案、外国人富裕層事案及び外国人派遣社員等調査事案など、真に局で対応す

べき事案を発掘・組成する。

特に、調査に当たっては、当課の持つ国際課税に関する知識・ノウハウを活用して、

関係する個人・法人（外国法人、組合及び信託を含む｡）を一体的に捉え、複数の税目か

ら分析・検討し、深度ある調査を実施する。

（2） 税制改正意見の提出

調査等において国際的租税回避スキーム等の解明を行った結果、現行法令では是正が

できない事例を把握した場合は、引き続き税制改正意見を積極的に提出する。

（3） 国際的租税回避スキーム事案に対応した調査体制

国際的租税回避スキーム事案に対応するためには、国際課税に関する知識や経験の他

に、複数税目からの分析が必要なことから、調査部、査察部等からの交流者を積極的に

配置する。

3 人材育成

署及び他局からの短期併任を引き続き受け入れ､局特別調査（単独調査）事案に同行さ

せることにより、新たな知識や国際化事案の調査技法等を習得させる。

－17－



課税第一部資料調査第四課

調査事績(平成31年3月末現在）

1基幹事案

コイ恩コイ恩

※括弧書は､前事務年度からの繰越事案件数を内書で示す。

※⑫は基幹事案の本税､源泉所得税､消費税及び各加算税の合計を示す。

2基幹･関連事案合計

※⑩は基幹・関連事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。

⑦、⑨、⑬は、基幹？関連合計した所得金額（⑥、⑧）及び追徴税額（⑩）を基幹の処理件数((1)@)で除した値を示す。

⑪は基幹・関連合計した追徴税額が1千万円未満の事案の件数を示す。

⑫は少額是正件数（⑪）を基幹の処理件数((1)@)で除した値を示す。

⑭は基幹・関連事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計金額を基幹1件当たりとした場合の中央値を示す。
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事務
年度

No.

年度 No.

計画

件数

①件

着手
件数

着手
割合

②件③％

増差
所得

不正

発見

割合

正
見
数

不
発
件

更更

修正
割合

修正

件数

処理

割合

処理

件数

④件⑤％⑥件⑦％⑧件⑨％ ⑩百万円 ⑪百万円 ⑫百万円

単
独

’

’

企画事案

型冨A志一

計

29

30

29

30

29

30

1

2

3

4

5

6

(1)
11

(2)
17

8

4

(1)
19

(2)
21

(1)
13

(2)
15

3

4

(1)
16

(2)
19

118．2

88．2

37．5

100.0

84．2

90．5

7

9

2

1

9

10

63.6

52.9

25．0

25．0

47．4

47.6

6

9

2

1

8

10

85．7

100．0

100．0

100．0

88．9

100．0

ー

■■■■

一

q■■■■

ー

ー

一

ー

一

－

一

一

23,208

1,532

430

1,235

23,638

2，767

ー

■■■■

ー

－

ー

一

4,790

88

160

▲19

4,950

69

合
同

’

’

企

錨

画

国ノ

事
、
一

〆■－

事

計

案

29

30

29

30

29

30

7

8

9

10

11

12

q■■■■

(1)
1

一

ー

q■■■■

(1)
1

1■■■■

(1)
1

1

1

1

(1)
2

一

100.0

ー

ー

一

200.0

■■■■

ー

1

1

1

1

一

一

ー

1■■■■

ー

100.0

■■■■

ー

1

1

1

1

ー

■■■■

100．0

100.0

100．0

100．0

ー

一

■■■■

■■■■

一

ー

ー

■■■■

ー

ー

1■■■■

一

1■■■■

一

10

584

10

584

一

一

ー

ー

1■■■■

一

■I■■■

一

7

163

7

163

エキスパッツ

開発調査

29

30

13

14

(1)
6

3

(1)
5

3

83.3

100.0

2

1

33．3

33.3

2

1

100．0

100．0

q■■■■

■■■■

ー

一

91

29

一

一

40

7

合計
29

30

15

16

(2)
25

(3)
25

(2)
22

恥這毒
88.0

塞蕊96§び

12

群蕊::m2：

48.0
h b ■ ■ ■ ■ = ■ ひ q ① q 申 1

｡ ● ■ ■ 口 ■ 訂■ ■ロ ■ ③■ ■

蕊篭墓8:0鴬

11

12

91．7

100．0

■■■■

ー

一

■■■■

23,739

3,380

ー

一

4,997

239

3年平均 17 23 28 蕊誰2 縢飛 17

c h g

識Z3§雛 12 70．6 一 ■■■■

10,520 ー

2,333
3年平均対比
(16/17又は16-17）

18
108.7％ 85.7％

嫁溌ボ鍼難卜

巡進翌5認 70.6％

雑鰄蕊ポザf珪雅

IIiI巡遡5通 100.0％

ポイント

+29．4 1■■■■ ー 32.1％ 一 10.2％

事務
年度

N、

年度 N、

処理
件数

①件②件③％④件⑤％ ⑥百万円 ⑦百万円 ⑧百万円 ⑨百万円 ⑩百万円 ⑪件 ⑫％ ⑬百万円

単
独

’

’

企

外

画

国

事案

ﾍ事

計

案

29

30

29

30

29

30

1

2

3

4

5

6

8

22

4

4

12

26

6

17

3

1

9

18

75.0

77.3

75.0

25.0

75.0

69.2

ー

3

■■■■

ー

一

3

■■■■

13．6

ー

一

ー

11．5

＃猟236加駁

2,042

458

1,235

23,666

3,277

3,315

227

229

1,235

2,630

328

一

366

ー

一

一

366

一

41

ー

－

■■■■

37

ｑ
β
Ｑ
’
４
５ 室塞:8． ， ． ，

蕊詳#麹:

l澱

547

170

326

4,981

873

3

2

1

ー

4

2

42.9

22．2

50.0

－

44.4

20.0

20

35

85

326

20

51

合
同

’

企画事案

外 国ノ 事

計

案

29

30

29

30

29

30

7

8

9

10

11

12

ー

ー

1

1

1

1

一

■■■■

1

1

1

1

ー

－

100．0

100.0

100．0

100．0

ー

ー

ー

－

一

ー

一 一

一 一

ー 10

一

584
I

-’ 10
『

■■■■

584

一

q■■■

10

584

10

584

一

一

一

I■■■

ー

■■■■

ー

ー

ー

一

ー

一

ー

ー

7

163

7

163

一

q■■■

1

ー

1

ー

ー

一

100．0

一

100．0

一

ー

ー

7

163

7

163

エキスパッツ

開発調査

29

30

13

14

2

1

2

1

100．0

100.0

一

ー

1

1

ー■ 91

ー

29

46

29

ー

一

q■■■

－

40骨

7

1

1

50.0

100．0

20

7

合計
29

30

15

16

15

28

12

20

80.0

7164

ー

3

｜
I

一I 23,767
ﾄ

’

10671 3,890

｜

’

1，981 1 一

324

◆
●
■
０
９
６
，
口

Ｄ
Ｄ
Ｄ
０

366

－

31

5,028

1,043

6

; : 二､3

50.0

:2580

15

王1 ;51

3年平均※ 17 23 14 60.9

｡ ﾔ

｡ ー ー ！ 10,561 621 ー q■■■

2,352 11
夕

647 ; ; { 1 16
3年平均対比
(16/17又は16-17)

18
121．7％ 142．9％

ポイント

＋10．5 皆増 皆増’ 36.8％ 52.2％ 皆増 皆増 44.3％ 27.3％

ポイント

▲39．7 850.0％



ﾖﾖ萱第四弓

3基幹･関連｡連携事案合計

度 処理 更 不

件数 割舂濯蕊，特 ］件 一 ］件鶴件数 修正
こ

年度NC①件②件③ CO4 百万円8 万 百万円

処理

件数

側慨更側慨更

舶慨更舶慨更

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

不正

発見
件数

不正

発見
件数

不正

発見
割合

不正

発見
割合

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

増差
所得
増差
所得

追徴
税額
追徴
税額

正得
所不
正得

所不

29 1
11．1 23348 335 ： 4846

企画事案

23 18 78．3 30 1908 212 366 41 675

75．0 458 229 170
外国人事案

25．0 235 12 326

13 10 76．9 7．7 3806 2645 5016

19 70．4 11．1 3143 314 366 37 1001

企画事案

100．0 10 10
外国人事案

100．0 584 584

1 100．0 10 10

100．0 584

29 13
1000 91 40

100．0 29

16 13 81．3 6．3 3907 1992 5063

29 72．4 10．3 3756 313 366 1 171

I■■
■■■

※⑩は基幹・関連・連携事案の本税、源泉所得税､消費税及び各加算税の合計を示す。
⑦、⑨は基幹・関連・連携合計した所得金額（⑥、⑧）を基幹の処理件数((1)④)で除した値を示す。

4消費税

※①は基幹・関連・連携事案の件数の合計を示す6
②、⑤は基幹・関連・連携事案の消費税の合計を示す。
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3年平均 17 24 15 62．5 1 4.2 10，608 624 3 0．2 2，364
3年平均対比
(16/17又は16-17）

18
120.8% 140.0％

ポイント

+9．9 300.0％

ポイント

ﾅ6．2 35．4％ 50．2％ 12，200．0％ 15，250．0％ 495%■■
、

事務
年度

No．

年度 No．

調査
件数

① 件

差
額
増
税 内固有

1件
当たり

②百万円 ③百万円 ④百万円

不正

税額 内固有
1件
当たり

⑤百万円 ⑥百万円 ⑦百万円

単
独

’

’

企

夕1

画事

国ノ

案

事

計

案

29

、30

29

30

29

30

1

2

3

4

5

6

4

12

1

3

5

15

22

129

一

ー

22

129

12

136

－

1■■■■

12

136

6

11

ー

ー

4

9

1

1

4■■■■

1■■■■

1

1

－

一

ー

一

－

1■■■■

0．3

0．1

一

ー

0．2

0．1

合
同

’

’

企

外

画

国“

事

ヘ

案

副亜

言十

案

29

30

29

30

29

30

7

8

9

10

11

12

ー

4■■■■

－

－

ー

一

I■■■■

ー

4■■■■

－

一

－

一

一

一

I■■■■

I■■■■

ー

一

ー

ー

－

一

一

一

Ⅱ■■■■

I■■■■

一

ー

ー

q■■■■

－

一

一

一

■■■■

一

ー

1■■■■

ー

一

一

エキスノく

開発調
空
査

29

30

13

14

1■■■■

一

一

Ⅱ■■■■

一

ー

－

一

ー

ー

－

1■■■■

一

一

合計
29

30

15

16

5

15

22

129

12

136

4

9

1

］

一

－

0．2

0．1

3年工F均 17
5 19 12 4 0．3 一 0．1

3壬手里'二土勾

(16／1
対
刀
上上
18
300．0％ 678．9％ 1．133．3％ 215．0％ 333．3％ 一 100．0％



事務運営の概要等

課税第一部統括国税実査官

基本的な考え方

統括国税実査官は、重要事案の管理を行う。

重要事案の管理は､｜

｜その関係者を含めて一体的にとらえて対象にして､関係各部門及
び関係各局署と緊密な連携を図りながら継続的に管理する特別体制をとり、 これらの者

に係る資料情報の積極的な集積に努めて課税上の問題点を抽出し、その問題点の徹底解

明を行うなどにより充実した調査を実施して適正かつ公平な課税の実現を図ることを目

1

１
１

的とする。

2令和元事務年度の事務運営

（1） 調査事務

3年1巡サイクルの3年3年1巡サイクルの3年目にあたる令和元事務年度は、 3年に1回の選定年度であ

ることから、調査事務量と選定事務量の配分に配意しつつ、前年に引き続き調査事務

の充実を図ることとし、国際化及び富裕層への対応並びに課税困難事案への対応を的

確に図ることとする。

特に、社会的注目度の高い納税者への調査においては、税務に係る自発的なコンブ

ライアンスの向上に取り組むこととする。

また、調査効率面において、費用対効果を意識した事務運営に取り組むこととし、

調査件数を含む調査事務量の最適化、及び管理事務量の最適化を図ることとする。

(2) 選定事務

上記のとおり、令和元事務年度は、 3年一巡方式の事案選定年度であり、選定の重

要性に鑑み、重要事案の管理に資する事案を確実に選定することとし、そのための措

置として、調査事案の的確な進捗管理により所要の選定事務量を確実に確保するとと

もに、資料情報の確実な収集、課税上の問題点の的確かつ確実な把握により選定事務

の質の向上を図ることとする。
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【参考】

調査事績(平成31年3月末現在）

1基幹事案

※括弧書は､前事務年度からの繰越事案件数を内書で示す。

(参考）

※⑫は基幹事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。

2基幹･関連事案合計

※3年平均欄の｢基幹1件当たり中央値｣は､過去3年間の処理事績に係る中央値を記載している。

(参考）

⑩は基幹・関連事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。
⑦、⑨、⑬は、基幹・関連合計した所得金額（⑥、⑧）及び追徴税額（⑩）を基幹の処理件数((1)④)で除した値を示す。
⑪は基幹・関連合計した追徴税額が'千万円未満の事案の件数を示す。
⑫は少額是正件数（⑪）を基幹の処理件数((1)@)で除した値を示す。
⑭は基幹・関連事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計金額を基幹1件当たりとした場合の中央値を示す。

※

－22－

事務
年度

NO.

年度 No.

計画

件数

① 件

着手
件数

着手
割合

② 件 ③ ％

増差

所得

不正

発見

割合

不正

発見

件数

更更

修正

割合

修正

件数

処理

割合

処理

件数

④ 件⑤％⑥件⑦％⑧件⑨％ ⑩百万円 ⑪百万円 ⑫百万円

単独
29

30

1

2

(O)
4

(1)
9

(O)
3

(1)
7

75.0

77.8

ー

3

1■■■■

33.3

ー

3

ー

100.0

ー

2

ー

66.7

■■■■

1,345

ー

1,224

一

261

局署合同
29

30

3

4

ー

ー

ー

ー

■Ⅱ■■■

■■■■■h

一

一

ー

ー

q■■■

ー

■■■■

一

1■■■

－

一

一

ー

ー

ー

ー

ー

ー

合計
29

30

5

6

■■■

4

(1)
9

一

3

(1)
7

75.0

77.8

一

3

ー

33.3

ー

3

ー

100.0

q■■■

2

ー

66.7

一

1,345

4■■■

1,224

ー

261

3年平均 7
5 5 100.0 2 40.0 2 100.0 ー 一

157 10 35
3年平均対比
(6/7又は6-7）

8
180.0% 140.0%

ポイント

▲22．2 150.0%

ポイント

▲6．7 150.0%

ポイント

iO.0 皆増 皆増 856.7％ 12240.0% 745.7％

上記合計の
うち国際化
富裕層

29

30

9

10

(0）
ー

(1)
9

(0）
ー

(1)
7

ー

77.8

1■■■■

3

ー

33.3

4■■■

3

一

100.0

ー

2

一

66.7

ー

1,345

ー

1,224

一

261

対前年比
(10/9又は10-9)

l1
皆増 皆増

ポイント

皆増 皆増

ポイント

皆増 皆増

ポイント

皆増 皆増

ポイント

皆増 皆増 皆増 皆増

事務
年度

恥

年度 NQ

処理

件数

①件②件③％④件⑤％ ⑥百万円 ⑦百万円 ⑧百万円 ⑨百万円 ⑩百万円 ⑪件 ⑫％ ⑬百万円 ⑭百万円

単独
29

30

1

2

ー

11

ー

11

■■■■

100．0

ー

3

ー

27.3

ー

2,933

■■■■

978

一

1,234

q■■■

411

■■■■

682

－

一

ー

4■■■

一

227

ー

186

局署合同
29

30

3

4

ー

■■■■

I■■■

ー

ー

■■■■

－

ー

ー

ー

ー

－

■■■■

ー

ー

ー

一

ー

－

ー

一

ー

ー

Ⅱ■■■

ー

ー

4■■■

1■■■

合計
29

30

5

6

一

11

ー

11

。■■■

100．0

■■■■

3

一

27.3

ー

2,933

■■■■

978

ー

1,234

1■■■

411

ー

682

一

ー

■■■■

一

ー

227

ー

186

3年平均※ 7
20 18 90.0 2 10．0 1,088 I 544 165 83 305 ■■■■ ー 153 138

3年平均対比
(6/7又は6-7）

8
55.0％ 61．1％

ポイント

+10．0 150.0％

ポイント

+17．3 269. 6%i 179.8％ 747.9％ 495.2％ 223.6％ ー 一 148.4％ 134.8％

上記合計の

うち国際化
富裕層

29

30

9

10

q■■■

10

－

10

■■■■

100．0

0

2

ー

20.0

一

2,922

1

1

1
ー 一

974 1,224

ー

408

ー

676

■■■■

ー

ー

ー

■■■■

225

ー

186

対前年比
(10/9又は10-9)

11
皆増 皆増 皆増 皆増 皆増 皆増 皆増 皆増 皆増 皆増 一 一 皆増 皆増



Qg穴狩

り」品田、‘F閂 （軍雲

3基幹･関連･連携事案合計
聿位

件数 修正 星E 襄貰 襄貰 増差 基幹 不正 基幹 追徴
処理 更

件数 割合 件数 害'1合 所得 1件 所得 1件 税額
当たり 当たり

徽慨更

船慨更

不正

発見

件数

不正

発見

割合

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

増差
所得

追徴

税額
不正

所得

項目項目

調査態様調査態様

27．3 2933

27．3 2933 123411

8．7 1 174 165 8320 87.0

3年平均対比
（6/7又は6-7）

汀､イン

＋18.6 249.8％

(参考）

※⑩は基幹・関連・連携事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。
⑦、⑨は基幹・関連・連携合計した所得金額（⑥、⑧）を基幹の処理件数((1)④)で除した値を示す。

4消費税
(単位:件,百万円）

※①は基幹・関連・連携事案の件数の合計を示す。
②、⑤は基幹・関連・連携事案の消費税及び各加算税の合計を示す。

－23－

上記合計の

うち国際化
富裕層

29

30

9

10

ー

10

ー

10

一

100.0

一

2

ー

20.0

ー

2,922

一

974

一

1,224

一

408

対前年比
(10/9又は10-9)

11
皆増 皆増 皆増 皆増 皆増 皆増 皆増 皆増 皆増

事務
年度

NO

年度 NO.

調査
件数

①件

差
額
増
税 内固有

1件
当たり

②百万円 ③百万円 ④百万円

不正

税額 内固有
1件
当たり

⑤百万円 ⑥百万円 ⑦百万円

単独
29

30

１
↑

2

一

3

ー

3

ー

ー

ー

1

一

1

ー

一

ー

1■■■■
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事務運営の概要等

課税第一部統括国税実査官（情報担当）

1 基本的な考え方

一義的な資料情報の活用では選定されないような課税上の問題が伏在する事案を的確

に選定するため、局署における調査上有効なあらゆる情報等を集約し、経常的かつ継続

的に分析・検討を行う。

また、特に注視する必要があると認められる事案を個別管理し、調査に向けた情報の

付加を行った上、課税上の問題点が顕在化したものから調査企画を行い､調査担当部署

に確実に引き継ぐ。

2令和元事務年度の事務運営

（1） 調査企画事案及び情報の提供

局内関係各部課との連絡協調体制の充実を図るとともに、事案組成の早期段階から

調査担当部署と協議することで、付加すべき情報や引継ぎ時期などのニーズを把握し

効率的かつ効果的な調査企画を行う。

なお、 じ後の事案組成に資するため、引継事案の着手状況を的確に把握する。

（2） プロジェクト型調査企画への取組

取引系列等に着目し、連鎖・波及効果の観点から関係者を一体的に捉えた深度ある

調査を実施する必要がある事案（プロジェクト型調査企画事案）を個別管理し、局内

関係各部課と共同して計画的かつ効果的な調査企画に取り組む。

（3） 人材育成

企画事務経験の浅い職員に対して、OJTによる指導を実施し、より高度な調査企

画手法を習得させる。

また、署において企画事務等を担当する職員を短期併任として受け入れ、調査企画

技法や金融機関調査技法等を習得させる。

－24－



課税第一部統括国税実査官（情報）

1 調査企画等の状況について（平成31年3月末現在）

(1) 調査企画事務の実施状況 (単位：件）

(注）情報提供とは、見込不正所得金額2,000万円未満を示す。

(2) 調査企画事案の引継先 (単位：件）

(注）総件数の外書きは、引継先が未確定の件数を示す。

(3) 調査企画事案に係る調査事績

１
２
３
４
５

ｊ注ぐ 「増差所得」欄及び「増差税額」欄の上段は、不正に係るものを示す。

「増差所得」欄は、消費税追徴税額及び源泉所得税追徴税額に係るものは含まない。

「増差税額」欄は、本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計金額を示す。

28事務年度の「着手件数」欄及び「処理件数」欄の上段は、引継先での格下処理を示す。

30事務年度の調査中9件のうち、概況連絡せん等3件(不正増差所得282百万円)を受けている。

(4) プロジェクト事案への取組状況

－25－
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事務運営の概要等

課税第一部統括国税実査官（国際担当）

1 基本的な考え方

統括国税実査官（国際担当）は、個人や企業の国境を越えた多様な経済行動を背景と

する経済社会の国際化の進展に的確に対応し､各国の税制の差異や租税条約の違いなど

を巧みに利用して租税負担を軽減する国際的租税回避スキーム事案及び国際取引等が複

雑で解明に高度な調査技法を要する事案（以下「スキーム事案等」 という｡）に対する適

正な課税の実現を図るため、スキーム事案等に関する情報収集、分析、実態解明及び調

査の企画を専門的かつ組織横断的に実施する。

令和元事務年度の事務運営

スキーム事案等の調査企画

国際取引連絡せん及び各種資料情報の分析等を基に、スキーム事案等の事案組成に

取り組み、調査企画事案として組成したものを調査実施部署に引き継ぐ。

調査事案の企画に当たっては、調査実施部署への円滑な引継ぎのため、企画作業に

おける適宜の段階から、企画内容について調査実施部署及びその関係部署と協議・調

整を行う。

CRS情報の有効活用

平成30年9月末に受領したCRS情報について、調査企画の質の向上に資する有効

な情報源として、申告事績や他の資料情報と組み合わせた分析等に積極的に活用して

いく。

また、 CRS情報の有効活用には、データの質が重要であることから、人物特定作

業や外国税務当局へのフィードバックといった観点からのデータの質の向上のための

取組を継続する。

2

(1)

(2)

－26－



課税第一部統括国税実査官(国際）

1 調査企画等の状況について(平成31年3月末現在）

(1)調杳企画事務の実施状況
(単位：件）

区分

調査企画

計画件数 処理済 i

小計「管群割蹴:1§↑鯖1℃企患I

、

事務年度 調査企画『:情報提供"膳格下げ

／ 61／一 ＝／一28 （全期） 142 136 25 104 ７

331／一／〆29 （全期） ワワ
臼一 196 163 26 126 11

｜ ‐ ’30 28
ハF

DO 13 13 R9
u臼 20 29 ３

(2)調杏作画事案の引継先 (単位：件）

慰溌i
、

日

咽

骨

鬼

瓦

合

■ Ⅱ
総合

特官

課一・

料調

一
面
玄

課
重

課二

料調

二
奉
表
》

課
統

総件数 個人 資産|:法人 調査部|査察部I良他局

28 （全期） 25 6 一 ’ － ’
n

△ 9 1 2 1 24

29 （全期） 26 8 1 ’ - | 2 1 1 1 12 - | - | 3

3 1 ‐ ’
外一

30
20 － ’ 一 | 2 1 6 1 1 1 4 1 1 一 3

(注）外書きは、引継先が未確定の件数を示す。

(3)調杳作画事案に係る調査事績

駕壗 鷺

処理 ，

件数、

可
守
帥
吋項目

着手

件数

増差

所得

差
額

増
、
税

調査企画

引継件数 l 件

当たり

着手

割合

処理

割合

1件

当たり

事務年度i ､、
、 ① 件|②:1i：件|③;§識％|④: §件|⑤癖#､"I;％|⑥蕊：百#万円|⑦百万円|⑧＃I百万円|⑨"百万円

2，262

＄958 1 10ヨ 271
281 13

25 24 1 96．0 22 1 88.028
1，394 63

20281 121 9
26 23 1 88． 5 14 1 53.829

2，341 167 1. 169 84

O

」 452 1, 290
0 0

2030 13 1 65.0 5 25，0
263 53

１
冬
ワ
今
Ｑ
Ｊ

ｊ注Ｉ ｢増差所得」柵及び「増差税額」欄の上段は、不正に係るものを示す。

｢増差所得」柵は、消費税追徴税額及び源泉所得税追徴税額に係るものは含まない。

｢増差税額」棚は、本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計金額を示す。
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事務運営の概要等

課税第一部統括国税実査官（富裕層担当）

1 基本的な考え方

統括国税実査官（富裕層担当）は、いわゆる富裕層の資産運用等が多様化・国際化

していることを踏まえ、富裕層のうち特に重点的に管理すべき富裕層（以下「重点管

理富裕層」 という｡）に対する適正な課税の実現を図るため、重点管理富裕層に係る管

理及び調査企画を実施する。

なお、重点管理富裕層の管理及び調査企画に当たっては、資産運用の多様化・国際

化の進展を踏まえ、非事業性所得を的確に把握するとともに、将来の相続税の適正課

税を含めた資産課税の観点から中長期的な管理を局署・事務系統横断的に行い、課税

上の問題を把握した場合には、全税目横断的な調査を的確に企画・実施する。

2令和元事務年度の事務運営

（1） 重点管理富裕層の適切な管理及び調査企画

重点管理富裕層及びその関係者を一体的に管理するとともに、局内の重点管理富

裕層プロジェクトチーム（以下「富裕層PT」 という。）において関係部署と情報を

共有し、各種資料情報を効率的に集積した上で損益・貸借両面からの多角的な分析

を行うことにより、継続的かつ重点的な管理及び的確な調査を企画・実施する。

また、調査実施部署に対しては､企画内容の確実な引継及び実地調査への同行等

の調査支援を積極的に実施する。

（2） 重点管理富裕層に対する実質的な接触割合の引上げ

実地調査により接触する以外の重点管理富裕層について、財産債務調書及び国外

財産調書等を活用した文書照会によって、実質的な接触割合の引上げを図る。

3富裕層に関する管理･調査企画等のﾉｳﾊｳの開発及び共有

上位富裕層を含む富裕層全体の適切な管理及び調査企画に係るノウハウの開発に努

めるとともに、局間のブロック別情報交換会や課税戦略作業部会(富裕層PT)等の会

議を通じて、全国の富裕層事務担当者及び局内の上位富裕層担当特官とノウハウを共

有する。
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課税第一部統括国税実査官（富裕層）

1 調杳作画等の状況について（平成31年3月末現在）

(1) 調杳作画事務の実施状況
(単位：件）

↑
い
げ

‐
、
下

鰯
鍛
岬
雪
提

鋸
電
擢
鎌
》
識

《
串
予
琴
Ｐ
四
、
Ｄ
上
北
１
１

ご

－

》
一
寸
』
一
銀
蝿

，
：
錨
調

・
品
州
》
Ｆ
酌
恥
酔
叫
印

一
品
巳
曲

州

〉

数

蝿

“

件

議

定

三

等
》
選
：

調査企画

計画件数

／ ／し／28(全期） 1818 0 10 3 5

01一一一／29(全期） 49 2018 49 8 ワ1
白土

54 2330 22 10 0 10 44 4
1ワ

人イ

(2)調杳作画事案の引継先 (単位：件）

鍵
麓| 個入

課一

料調

課一
虻 ､

重要

二
調
課
料

一
一
奉
云

課
統 資産 調査部｜査察部法人 他局総件数

霧
謁冒

…

28(全期）
ワ
ム1O 1 41 一3

29(全期） 3 220 3 ll ll

- ｜ ‐外1
1 230 ７ -l 1l '| - | -，，

(注）外書きは、引継先が未確定の件数を示す。

調杳作画事案に係る調査事績(3)
(単位：件、％、百万円）

鶴
議
鶴
鶴
⑦

ロ
叫
屡
緯
職
恩
倭
１
時
患
鶴
￥
今
翻
錘
円万

差
得

》
増
所
声
百

：
鍵
鐸
⑥

r"L
#“;#』蟻；

、唾 ﾆﾆﾆ “ 唖掴遙罐ニ

蕊務年度 祇鷲
、

差
額
増
税

調査企画

引継件数
－－.噌一‘一一一皇砦圭

① 件

ｒ
卜
⑥件

手
数
着
件
》嬢
②

処理

件数

ａ
価
馴
即
延 .l 件

当たり

着手

割合

処理〃

, 割合無

⑤ ”郷％④:､ ･% ･件 ⑧, ､息百万円!⑨‘ ≧百万円％

‘9221‐ ？40
外2 81 ,00.0 8 100.028 10

1,511 189

」 2261-
4 1

151 75.029 20 181 90.0
82 691 46

‐30 22 91 40．9 3 13．6
166 78498 26

（注)1． 「着手件数」欄の外書きは、情報提供(又は格下げ)として処理したものを示す。

2． 「増差所得」欄及び「増差税額」柵の上段は、不正に係るものを示す。

3． 「増差所得」欄は、消費税追徴税額及び源泉所得税追徴税額に係るものは含まなし｛。

4． 「増差税額」欄は、本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計金額を示す。

(4)実質的な接触割合の向上（お尋ね文書の送付）

○財産債務調書 (単位: 1'|:) ○国外財産調書 (単位§件）

雫､函､ざ硬噂

、ヘ,､匙
唯欝年度

､､ ， 1九日
モ、

事務蝉Ⅸ

…nVﾛ

姑〕と 1m稗 l輌燕郷遼紅;碓11難 ﾈﾐ回縛
h

発送 回答 |F豊薫彌霞fぱ1篭i厳 米回答

"｜ ‐‘ ，,’ ！ ／ ／／ワq
首ン 21 1 29

一
外7 外4251 11 2430 38

30 9 1 8 1863
27

(注) 1 .本取組は、 2”F務年度から開始した。

2． 「発送」欄の上段(外TII:き)は、将で解IｿIして発送省略した件数を示す。

3． 「衙略」州の'二段は、 ！Ⅲ11ｷの11F捉川を示寸-。

(注)1.本取組は、 30事務年度から開始した。

2． 「発送」欄の上段(外書き)は､署で解明して発送省略した件数を示す。

(5)重点管理富裕層に係るCRS情報
(単位：人、件）

－－－－=－－－－皇--------
鵠

CRS該当人数 CRS該当口座

重点管理富裕層

(関係個人・法人含む）

qQ
Jヅ 118

190 746

(注)1.CRSデータ(追加分を含む726,994件)から重点管理富裕層管理対象者を抽出した。

2.各棡の上段は、 口座名義が関係法人のものを示す。
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事務運営の概要等

課税第一部統括国税実査官（消費税等担当）

1基本的な考え方

統括国税実査官（消費税等担当）は、消費税固有の非違に係る事案が多様化している

ことを踏まえ、社会・経済の動向や情勢を的確に捉え、関係部署との円滑かつ緊密な連

携・協調により、消費税の観点からの情報分析及び調査企画等を専門的かつ組織横断的

に実施する。

また、調査実施部署で実施する消費税調査事務の質的・量的な充実を図るために、消

費税に関する調査手法・情報分析手法を含めたノウハウの開発・共有を行う。

2令和元事務年度の事務運営

（1） ．プロジェクト事案に対する調査支援等

前事務年度のプロジェクトにより先行調査を実施してきた消費税不正還付PT事案

の調査着手前に、先行調査で把握した情報や調査における留意事項に関しての研修等

を実施するとともに、可能な範囲で同行調査及び知的支援を行う。

（2） 情報収集・分析及び調査企画等

消費税の課税上の問題がある事案の抽出をするため、事務系統横断的な観点から各

種情報の集約及び整理を行う。

また、集約・整理した情報を基に、調査企画の要否を判断するため、必要に応じて、

関係部署（他局及び関係行政機関を含む｡） と情報交換・協議の上、深度ある情報収集

及び分析を行う。

なお、調査企画事案として組成したものについては、他税目に係る問題点の有無と

併せて、調査実施部署等へ円滑な引継を行う。

（3） 調査結果等の分析

調査実施部署へ引き継いだ調査企画事案の調査結果等については、情報を集約し、

内容を分析するため、定期的に調査実施部署の調査進歩状況等を確認し、取引の実態

を早期に把握の上、新たな調査手法や情報分析手法の開発に努める。

（4） ノウハウの開発・共有等

調査企画を行った事案に限らず、消費税全般に関する調査事例を集約・分析し、新

たな調査手法及び情報分析手法の開発に努めるとともに、当該手法を開発した場合に

は、 自局内関係部署及び他局の消費税担当統実官等と共有する。
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課税第一部統括国税実査官(消費税等）

1 調査企画等の状況について(平成31年3月末現在）

(1)調杳作画事務の実施状況 (単位：件）

､ご葦三學分
ゞ＝二当ざくご
事務年度､､、

司宇寺r許口韻弓EA帝”認『群･…巳 口虚

調査企画

計画件数 ' 処理済照 … . ::W
|小計｢調毒両T屑報穏巽T言落下げ

雌
蕊
、
》
｛
串
‐

熟
画

議

企

一

咋

睡

‐

溌

中

銅

準

集

蕊
疑
Ⅸ

露

諭

報

浄
鍵
情

》

》

〆

．

“

》

誘

中

計

討検
小

数件理管

530 1510 4 10 61 3 1

(2)調杳作画事案の引継先
(単位：件）

忌鞍､g' I
総合

特官

課一

料調

一
，
盤
面
玄

課
重

課二

料調

二
奎
奉

課
統

総件数 個人 資産 I 法人 調査部1査察部I他局

外2 外1 外］
30

'4 1 1 1

(注）外書きは、引継先が未確定の件数を示す。

(3)調査企画事案に係る調査事績

,,薯:: ::項目

務事、 年度､､、

着手

件数
一
理
合

処
割Ｆ

理
数
処
件

増差

所得

差
額
増
税

調査企画

引継件数

一一云壼目差さ:?弓堯－

1:鑿:件;￥

当たり

鱸
識
蝿
識
騨

着手

割合

1 件

当たり

①件|②…件|…％|④ 件|⑤ 零％|⑥百万円|⑦百万円|⑧百万:円⑤百万円

214 50．0 ll 25.030

’250 250 111 111

「増差税額」欄の上段は、不正に係るものを示す。 、

消費税追徴税額及び源泉所得税追徴税額に係るものは含まない。

１
２
３

ｊ注ぐ ｢増差所得」欄及び「増差税額」欄の上段は、不正に係るものを示す。 、

｢増差所得」欄は、消費税追徴税額及び源泉所得税追徴税額に係るものは含ま7

｢増差税額」柵は、本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計金額を示す。
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事務運営の概要等

課税第一部統括国税実査官（電子商取引担当）

1 基本的な考え方

全国一体運営を行う電子商取引専門調査チーム（以下「電商チーム」 という｡）の東ブロ

ック基幹局（西ブロックは大阪局） として、経済取引の国際化、多様化及び広域化に伴い

急速に拡大する電子商取引事業者を的確に把握するため、電子商取引の先端領域において

活動している事業者及び電子商取引関連事業者等に対する資料源開発及び実態解明を含む

実地調査等を専門的かつ組織横断的に実施する。

なお、電子商取引に対する適正な課税を図るため、実地調査等により把握した調査手法

や各種ノウハウ等は局署職員へ積極的に提供し、職員全体の能力向上に努める。

2令和元事務年度の事務運営

（1） 最先端分野への取組

電子商取引は移り変わりが早いため、ニーズの高い情報を収集した際には、早期に資

料化を実施し、関係各課へ提供していく。

(2) 全国電商チーム一体運営の推進

全国規模の資料源開発及び実地調査等を実施する場合には、局の垣根を越えて相互に

短期併任を行うなど、適宜協力して事務に従事する。

また、 「東西ブロック合同情報交換会」等を開催して各局電商チームの取組状況等につ

いて情報共有を促進する。

(3) デジタルフオレンジックの活用

新たに導入した機

器を積極的に活用し、課税第一部・課税第二部が行う実地調査を積極的に支援する。
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,」品 j‐ 官(電暦ﾖ禾↑力

1調査事績(平成31年3月末現在）

※括弧書は､前事務年度からの繰越事案件数を内書で示す。
､

※⑫は基幹事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。

万卜L

⑩は基幹・関連事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計を示す。
⑦、⑨、⑬は、基幹・関連合計した所得金額（⑥、⑧）及び追徴税額（⑩）を基幹の処理件数((1)@)で除した値を示す。
⑪は基幹・関連合計した追徴税額が1千万円未満の事案の件数を示す。
⑫は少額是正件数（⑪）を基幹の処理件数（(1)④）で除した値を示す。
⑭は基幹・関連事案の本税、源泉所得税、消費税及び各加算税の合計金額を基幹1件当たりとした場合の中央値を示す。
3年平均欄の｢基幹1件当たり中央値｣は、過去3年間の処理事績に係る中央値を記載している。

※

(3)基幹・関連・連携事案合計

輔
鞭
・
恥

項目

処理

件数
更
慨
徽

更
慨
鵬

不正

発見

件数

不正

発見

割合

基幹
1件
当たり

基幹
1件
当たり

増差

所得
追徴

税額

不正

所得

調査態様
百円8百万円○百万円①了う円

13 12 923 9 692 298 37 197 25 80

6 6 1000 4 667 i l362 227 1044 174 517

］3 ］2 923 9 692 1 298 37 ］97 25 80
6 6 1000 4 667 1362 227 1044 174 517

10 9 900 6 600 287 41 124 18 88

45又は45 600リ 667リ 100 667リ 67 4746ツ 5537V l

×⑩は基幹門連連払事案の本税源泉所ｨ守税 ィ肖費税及ひ各加算税の合＋とテリー
○⑨は基幹門連連拶合＋しプ所ｨ守金額（⑥⑧）を基幹の処理件数((1)④)て吟し

25

174

80

517

2開発事績(平成31年3月末現在）
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事務
年度

NQ

年度 NQ

計画

件数

① 件

着手
件数

着手
割合

② 件 ③ ％

処理

件数
処理

割合

更
修正

件数

更
修正

割合

不正

発見

件数

不正

発見

割合

増差

所得

④ 件⑤％⑥件⑦％⑧件⑨％ ⑩百万円 ⑪百万円 ⑫百万円

局署合同
29

30

1

2

8

10

11

11

137.5

110．0

8

6

100.0

60.0

7

6

87.5

100.0

4

4

50.0

66.7

172

1,362

70

1,044

54

517

合計
29

30

3

4

｡■■■

8
一

10

ー

11
ー

11

137.5

110．0

8

6

100.0

60.0

7

6

87.5

100．0

4

4

50.0

66.7

172

1,362

70

1,044

54

517

3年平均 5
8 10 125.0 7 87.5 7 100.0 4 57.1 241 78 43

3年平均対比
(4/5又は4-5）

6
125.0％ 110．0％

ポイント

▲15．0 85.7％

ポイント

▲27．5 85.7％

ポイント

±0．0 100.0％

ポイント

+9.6 565.1％ 1,338.5％ 1,202.3％

事務
年度

Nq

年度 恥

処理

件数

①件②件③％④件⑤％ ⑥百万円 ⑦百万円 ⑧百万円 ⑨百万円 ⑩百万円 ⑪件 ⑫％ ⑬百万円 ⑭百万円

局署合同
29

30

1

2

13

6

12

6

92.3

100.0

9

4

69.2

66.7

298

1,362

37

227

197

1,044

25

174

80

517

4

3

50.0

50.0

10

86

10

26

合計
29

30

3

4

13

6

12

6

92.3

100.0

9

4

69.2

66.7

298

1,362

37

227

197

1,044

25

174

80

517

4

3

50.0

50.0

10

86

10

26

3年平均※ 5
10 9 90.0 6 60.0 287 41 124 18 88 4 57.1 13 10

3年平均対比
(4/5又は4-5）

6
60.0% 66.7％

ポイント

+10.0 66.7％

ボｲﾝﾄ

+6.7 474.6％ 553.7％ 841.9% 966.7％ 587.5％ 75.0％

ボイント

▲7.1 661.5％ 260.0%

事務
年度

No.

年度 NL

計画

件数

①件

着手

件数 着手
割合

②件③％

処理

件数 処理

割合

④件⑤％

重要
資料

⑥枚

資金

資料

⑦枚

各課
連絡
せん

⑧枚

その他

資料

⑨ 枚

総枚数

⑩ 枚

開発

日数

⑪人日

1件当たり

総枚数
開発

日数

⑫ 枚 ⑬人日

実調開発．

協力依頼

29

30

1

2

40

35

31

31

77.5

88.6

14

11

35.0

31.4

■■■■

■■■■

ー ー

■■■■ I 3

32,644

421,265

32,644

421,268

208.8

220.3

2,332

38,297

14.9

20.0

3年平均 3 46 41 89.1 22 47．8 I■■■ 18
| ‘
’ 一 121,037 121,055 464.3 4,884 19．5

3年平均対比

(2/3又は2-3）
4
76.1％ 75.6％

ポイント

▲0.5

ポイント

50.0％▲16．4 一

｜
’
皆減 皆増 348.0％ 348.0％ 47.4％ 784.1％ 102.8％
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参考（課税共通）－1

1 局・署課税部門の定員
(1) 国税局 (単位：人）

(2)税務署 (単位：人）

-1-

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

課税部合計 656 667 704 712 ． 727 779 785 793 805 815 824 826

監理事務（主管課）

課税総括課

企画調整官

個人課税課

資産課税課

資産評価官

法人課税課
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、
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|訟務官室
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ﾐ毒毒91職
弓 ： 冒邑君電ミ ー研？ γ ． 。 ： 今･ 齢．

37

54

93

39

54

蕊雲迅04薊
§窒薬冒蕊素;:垂葦創凋, ;縄

44

60

109

44

65

9蟇

44

65

皿0既；

44

65
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調査等事務 349
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45

35
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平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

課税部門

’

総合調査

所得税等

資産税

法人税等(源泉．間接諸税を含む）

資料情報関係

唇~~~~－料
|開発調査

その他（酒税担当者）

9,218 7,959

81 81

2.865 2,489

1． 157 1．087

4.709 4,078

296 112

254 70

42 42

l

llO 112

7.975

84

2.506

1.084

4,080

111

72

39

114

7．993

84

2.500

1,098

4.069

125

86

39

117

8,010

84

2.507

1，110

4．064

125

86

39

120

7.895 7.900 7.938 7．971

84 84 84 84

2.466 2．471 2.493
｜
I 2.518

1，097 1．093 1， 108

I

I

’
1， 114

4,003 4.006 4.003 3,996

125 127 128 134

86 88 89 95

39 39
｜
39

１
１
０
－

39

120
h

l
ト 119 1 122 125

8.080 8， 129 8， 176

84 84 84

2.575 2，5841 2，596

1． 119 1， 124 1， 132

4，041 4,072 ｜
’

4.099

133 137 I 137

85

48

85
｜
85

52
｜
52

128
’
128 128
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平成30事務年度 主な機能別職員の広域運営等の状況3

) 1 ◎は広域中心署

2括弧害の署名は、広域運営における中心署

3 「情報技術専門官（個人） 」欄の○は、特官（電子商取引担当）と同様の広域運営による先端分野に係る調査等を担当

4特調部門等の個人は特調部門、法人は調査筆頭部門

5 「評価専門官」欄の◎は評価専門官の配置署、括弧害の署名は指定署

6麹町署の特別調査情報官1名は、全管広域運営によって、署所管連結グループに対する調査を担当

7 「審理専門官」欄の※は、審理専門官の複数配置署

8麹町署の法人国際官1名及び源泉国際官1名は、全管広域運営によって、情報の収集・分析及びそれらに基づく調査事

案の企画、調査手法の開発等を担当

9 「機動官（個人） 」欄の括弧害の署名は連絡署。なお、○は広域運営（6ブロック：世田谷署、北沢署、玉川署、渋谷

署）による国際取引に関する機動調査事務を担当

10機動官（資産）の○は配置署

－3－

署名等

区分 総 合 調 査

特 官

総合調査 調査企画

開発調査

特 官

機動担当

開発調査

特 官

特官（広域）

個 人 資 産 法 人 源 泉

特別調査

担当特官

法 人

特 官

上付宮裕囿担当

個 人

特 官

遺子商取引担当

個 人

資 料

情 報

部 門

プ
ロ
ツ
ク

－

千 葉 東

千葉南

千葉西

銚 子

市 川

船 橋

館 山

木更津

松 戸

佐 原

茂 原

成 田

東 金

柏

◎

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

◎

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

◎

(千葉東）

(千葉東）

(成田）

◎

（市川）

(千葉東）

(千葉東）

◎

(成田）

(千葉東）

◎

(成田）

(松戸）

◎

(千葉東）

(千葉東）

(柏）

◎

(市川）

(千葉東）

(千葉東）

(柏）

(柏）

(千葉東）

(柏）

(柏）

◎

◎

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(麹町）

(麹町）

（麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

◎

(千葉東）

(千葉東）

(成田）

(成田）

(成田）

(千葉東）

(千葉東）

(成田）

(成田）

(千葉東）

◎

(千葉東）

(成田）

２
ブ
ロ
ッ
ク

麹 町

神 田

小石川

本 郷

豊 島

板 橋

◎

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

◎

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(京橋）

(京橋）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

◎

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

◎

(麹町）

(麹町）

(麹町）

◎

◎

(麹町）

(麹町）

(麹町）

◎

(豊島）

◎

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

◎

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

◎

(麹町）

(麹町)．

(麹町）

(渋谷）

(渋谷）

◎

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

３
ブ
ロ
ッ
ク

東京上野

浅 草

王 子

荒 川

足 立

西新井

葛 飾

◎

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

◎

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(浅草）

◎

(浅草）

(浅草）

(浅草）

(浅草）

(浅草）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(豊島）

(豊島）

◎

(足立）

◎

◎

(東京上野）

(豊島）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

◎

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(渋谷）

（ 受谷）

（ 農谷）

(渋谷）

(麹町）

(浅草）

◎

(浅草）

(浅草）

(浅草）

(浅草）

(浅草）

４
ブ
ロ
ッ
ク

日本橋

京 橋

本 所

向 島

江東西

江・東東

江戸川北

江戸川南

(京橋）

◎

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(京橋）

◎

(浅草）

(浅草）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(麹町）

(麹町）

(麹町)．

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(京橋）

◎

(葛飾）

(葛飾）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橘）

(麹町）

(麹町）

(東京上野）

(東京上野）

(葛飾）

(葛飾）

(葛飾）

(葛飾）

◎

(本所）

◎

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(麻布）

(麻布）

(渋谷）

(渋谷）

(麻布）

(麻布）

(麻布）

(麻布）

◎

◎

(日本橋）

(日本橋）

(日本橋）

(日本橋）

(京橋）

(京橋）

５
ブ
ロ
ッ
ク

芝

麻 布

ロ

川口ロ‘

荏 原

大 森

雪 谷

蒲 田

◎

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(品川）

(品川）

◎

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

◎

(品川）

◎

(品川）

(芝）

(芝）

(芝）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

◎

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(麻布）

◎

(目黒）

(目黒）

(雪谷）

◎

(雪谷）

◎

(品川）

(蒲田）

◎

◎

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

◎

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(麻布）

◎

(麻布）

(麻布）

(渋谷）

（ 受谷）

(渋谷）

(目黒）

(目黒）

(目黒）

(目黒）

(目黒）

◎

◎

(麻布）

(麻布）

(芝）

(芝）

(芝）



平成30事務年度 主な機能別職員の広域運営等の状況3

2括弧害の署名は、広域運営における中心署

3 「情報技術専門官（個人） 」欄の○は、特官（電子商取引担当）と同様の広域運営による先端分野に係る調査等を担当
4特調部門等の個人は特調部門、法人は調査筆頭部門

5 「評価専門官」欄の◎は評価専門官の配置署、括弧害の署名は指定署
6麹町署の特別調査情報官1名は、全管広域運営によって、署所管連結グループに対する調査を担当

7 「審理専門官」欄の※は、審理専門官の複数配置署

8麹町署の法人国際官1名及び源泉国際官1名は、全管広域運営によって、情報の収集・分析及びそれらに基づく調査事
案の企画、調査手法の開発等を担当

9 「機動官（個人） 」欄の括弧害の署名は連絡署。なお、○は広域運営（6ブロック：世田谷署、北沢署、玉川署、渋谷
署）による国際取引に関する機動調査事務を担当
10機動官（資産）の○は配置署

－4－

署名等

区分 総 合 調 査

特 官

総合調査 調査企画

開発調査

特 官

機動担当

開発調査

特 官

特官（広域）

個 人 資 産 法 人 源 泉

特別調査

担当特官

法 人

特 官

上付童裕展担当

個 人

特 官

通子商取引担当

個 人

資 料

情 報

部 門

６
ブ
ロ
ッ
ク

目 黒

世田谷

北 沢

玉 川

渋 谷

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

◎
0

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川)

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

◎

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

◎

(世田谷）

◎

◎

(渋谷）

(世田谷）

◎

(渋谷）

(渋谷）

（ 農谷）

(渋谷）

◎

(世田谷）

◎

(世田谷）

(世田谷）

◎

◎

(目黒）

(目黒）

(目黒）

(目黒）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

◎

７
ブ
ロ
ッ
ク

四 谷

新 宿

中 野

杉 並

荻 窪

練馬東

練馬西

(新宿）

◎

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(新宿）

◎

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

◎

(杉並）

◎

(練馬東）

(新宿）

◎

(新宿）

◎

(杉並）

◎

(練馬東）

◎

(練馬東）

(新宿）

◎

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

, (新宿）

◎

(新宿）

(世田谷）

(世田谷）

(新宿）

(新宿）

(目黒）

(目黒）

(目黒）

(目黒）

(目黒）

(目黒）

(目黒）

(新宿）

◎

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

８
ブ
ロ
ッ
ク

八王子

立 川

武蔵野

青 梅

武蔵府中

町 田

日 野

東村山

(立川）

◎

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(立川）

◎

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

◎

◎

(立川）

(八王子）

(八王子）

◎

◎

◎

(立川）

(武蔵野）

◎

(八王子）

(立川）

◎

(八王子）

(立川）

◎

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(立川）

◎

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

９

ブ
ロ
ッ
ク

鶴 見

横浜中

保土ケ谷

横浜南

神奈川

戸 塚

緑

川崎南

川崎北

川崎西

横須賀

平 塚

鎌 倉

藤 沢

小田原

相模原

厚 木

大 和

(川崎北）

◎．

(横浜中）

(横浜中）

(川崎北）

(横浜中）

(川崎北）

(川崎北）

◎

(川崎北）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(川崎北）

(川崎北）

(川崎北）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(川崎北）

◎

(横浜中）

(横浜中）

(川崎北）

(横浜中）

(川崎北）

(川崎北）

◎

(川崎北）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(川崎北）

(川崎北）

(川崎北）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(横浜中）

◎

(横浜中）

◎

(横浜中）

(横浜南）

(川崎北）

◎

(鎌倉）

◎

◎

(平塚）

(大和）

(大和）

◎

(神奈川）

(保土ケ谷）

◎

◎

◎

(藤沢）

(神奈川）

(川崎北）

◎

(川崎北）

(横浜南）

◎

(藤沢）

◎

(平塚）

(町田）

(大和）

◎

◎

(川崎北）

(藤沢）

◎

(横浜中）

◎

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

◎

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(川崎北）

◎

(横浜中）

(横浜中）

(川崎北）

(横浜中）

(川崎北）

(川崎北）

◎

(川崎北）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(川崎北）

(川崎北）

(川崎北）

仰
ブ
ロ
ッ
ク

甲 府

山 梨

大 月

鰍 沢

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

◎

(甲府）

(甲府）

(甲府）

(八王子）

(八王子）

(八王子）

(八王子）

◎

(甲府）

(甲府）

(甲府）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

◎

(甲府）

(甲府）

(甲府）



3平成30事務年度主な機能別職員の広域運営等の状況

） 1 ◎は広域中心署

2括弧害の署名は、広域運営における中心署

3 「情報技術専門官（個人） 」欄の○は、特官（電子商取引担当）と同様の広域運営による先端分野に係る調査等を担当

4特調部門等の個人は特調部門、法人は調査筆頭部門

5 「評価専門官」欄の◎は評価専門官の配置署、括弧害の署名は指定署

6麹町署の特別調査情報官1名は、全管広域運営によって、署所管連結グループに対する調査を担当

7 「審理専門官」欄の※は、審理専門官の複数配置署

8麹町署の法人国際官1名及び源泉国際官1名は、全管広域運営によって、情報の収集・分析及びそれらに基づく調査事

案の企画、調査手法の開発等を担当

9 「機動官（個人） 」欄の括弧害の署名は連絡署。なお、○は広域運営（6ブロック：世田谷署、北沢署、玉川署、渋谷

署）による国際取引に関する機動調査事務を担当

10機動官（資産）の○は配置署

－5－

署名等

区分 特調部門等
(広域）

個 人 法 人

情報技術専門官

個 人 法 人

国 際 税 務 専 門 官

個 人 資 産 法 人 源 泉

審理専門官

個 人 資 産

特別記帳

指導官

プ
ロ
ツ
ク

ー

千葉東

千葉南

千葉西

銚 子

市 川

船 橋

館 山

木更津

松 戸

佐 原

茂 原

成 田

東 金

柏

◎

(市川）

◎

(木更津）

◎

(銚子）

(市川）

(市川）

(市川）

(市川）

◎

(市川）

(市川）

(市川）

(市川）

(市川）

(市川）

(市川）

(市川）

(市川）

◎

(千葉東）

(千葉東) ．

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(市川）

(市川）

(市川）

(市川）

◎

(市川）

(市川）

(市川）

(市川）

(市川）

(市川）

(市川）

(市川）

(市川）

◎

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

◎

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

。※

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

◎

(市川）

(千葉東）

(千葉東）

(市川）

(千葉東）

(千葉東）

(市川）

(千葉東）

(市川）

◎

(千葉東）

(千葉東）

(市川）

。※

(市川）

(千葉東）

(千葉東）

(市川）

(市川）

(千葉東）

(市川）

(千葉東）

(市川）

◎

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

２
ブ
ロ
ッ
ク

麹 町

神 田

小石川

本 郷

豊 島

板 橋

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(四谷）

(四谷）

(四谷）

(四谷）

◎

(豊島）

(神田）

◎

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

◎

(麹町）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(渋谷）

(渋谷）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

◎

(麹町）

(麹町）

(麹町）

◎

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

。※

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

◎

(豊島）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

３
ブ
ロ
ッ
ク

東京上野

浅 草

王 子

荒 川

足 立

西新井

葛 飾

(葛飾）

(葛飾）

◎

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

◎

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(麹町）

(麹町）

(新宿）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(芝）

(芝）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

◎

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

。※

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

◎

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

◎

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

４
ブ
ロ
ッ
ク

日本橋

京 橋

本 所

向 島

江東西

江東東

江戸川北

江戸川南

(京橋）

◎

(葛飾）

(葛飾）

(京橋）

◎

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

◎

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

◎

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

◎

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

◎

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

◎

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

５
ブ
ロ
ッ
ク

芝

麻 布

ロ

川口ロ

荏 原

大 森

雪 谷

蒲 田

(京橋）

(京橋）

◎

(品川）

(品川）

（品川）

(品川）

(麻布）

◎

(麻布）

(麻布）

(麻布）

(麻布）

(麻布）

(玉川）

(玉川）

(玉川）

(玉川）

(玉川）

◎

(芝）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

◎

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

◎

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

◎

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

◎

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(芝）

(杉並）

(杉並）

(杉並）

(杉並）

(杉並）

(杉並）

(杉並）



3平成30事務年度主な機能別職員の広域運営等の状況

)1 ◎は広域中心署

2括弧書の署名は、広域運営における中心署

3 「情報技術専門官（個人） 」欄の○は、特官（電子商取引担当） と同様の広域運営による先端分野に係る調査等を担当

4特調部門等の個人は特調部門、法人は調査筆頭部門

5 「評価専門官」欄の◎は評価専門官の配置署、括弧害の署名は指定署

6麹町署の特別調査情報官1名は、全管広域運営によって、署所管連結グループに対する調査を担当

7 「審理専門官」欄の※は、審理専門官の複数配置署

8麹町署の法人国際官1名及び源泉国際官’名は、全管広域運営によって、情報の収集．分析及びそれらに基づく調査事
案の企画、調査手法の開発等を担当

9 「機動官（個人） 」欄の括弧害の署名は連絡署。なお、○は広域運営（6ブロック：世田谷署、北沢署、玉川署、渋谷

署）による国際取引に関する機動調査事務を担当

10機動官（資産）の○は配置署

－6－

署名等

区分 特調部門等
(広域）

個 人 法 人

情報技術専門官

個 人 法 人

国 際 税 務 専 門 官

個 人 資 産 法 人 源 泉

審理専門官

個 人 資 産

特別記帳

指導官

６
ブ
ロ
ッ
ク

目 黒

世田谷

北 沢

玉 川

渋 谷

○（品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

◎

(目黒）

(目黒）

(目黒）

(目黒）

(玉川）

(玉川）

◎

(渋谷）

（ 農谷）

（ 農谷）

(渋谷）

◎

(渋谷）

(渋谷）

.(渋谷）

(渋谷）

◎

(渋谷）

(渋谷）

（ 受谷）

(渋谷）

◎

◎

(目黒）

(目黒）

(目黒）

(目黒）

(世田谷）

◎

(世田谷）

(世田谷）

(世田谷）

(杉並）

(杉並）

(杉並）

(杉並）

(杉並）

７
ブ
ロ
ッ
ク

四 谷

新 宿

中 野

杉 並

荻 窪

練馬東

練馬西

◎

◎

(四谷）

(四谷）

(四谷）

(四谷）

(四谷）

(四谷）

◎

(四谷）

(四谷）

(四谷）

(四谷）

(四谷）

(四谷）

(新宿）

◎

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

◎

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

◎

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

◎

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

。※

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

。※

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(杉並）

(杉並）

(杉並）

◎

(杉並）

(杉並）

(杉並）

８
ブ
ロ
ッ
ク

八王子

立 川

武蔵野

青 梅

武蔵府中

町 田

日 野

東村山

(立川）

◎

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

◎

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

◎

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

◎

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

◎

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

。※

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

。※

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

◎

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

９

ブ
ロ
ッ
ク

鶴 見

横浜中

保土ケ谷

横浜南

神奈川

戸 塚

緑

川崎南

川崎北

川崎西

横須賀

平 塚

鎌 倉

藤 沢

小田原

相模原

厚 木

大 和

◎

(横浜中）

(横浜中）

(川崎北）

◎

(藤沢）

◎

(藤沢）

(横浜中）

◎

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

◎

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

◎

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(藤沢）

(藤沢）

(藤沢）

◎

(藤沢）

(藤沢）

(藤沢）

(藤沢）

(横浜中）

◎

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(神奈川）

◎

(横浜中）

(横浜中）

◎

(横浜中）

(神奈川）

(神奈川）

(神奈川）

(神奈川）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(神奈川）

(神奈川）

(神奈川）

(横浜中）

◎

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

。※

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(川崎北）

◎

(川崎北）

(藤沢）

(藤沢）

(藤沢）

◎

(藤沢）

(藤沢）

(藤沢）

(藤沢）

(横浜中）

。※

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(藤沢）

(藤沢）

(藤沢）

。※

(藤沢）

(藤沢）

(藤沢）

(藤沢）

(横浜中）

◎

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

㈹
ブ
ロ
ッ
ク

甲 府

山 梨

大 月

鰍 沢

◎

(甲府）

(甲府）

(甲府）

◎

(甲府）

(甲府）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

◎

(甲府）

(甲府）

(甲府）

◎

(甲府）

(甲府）

(甲府）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）



平成30事務年度主な機能別職員の広域運営等の状況3

◎は広域中

2括弧書の署名は、広域運営における中心署

3 「情報技術専門官（個人） 」欄の○は、特官（電子商取引担当） と同様の広域運営による先端分野に係る調査等を担当
4特調部門等の個人は特調部門、法人は調査筆頭部門

5 「評価専門官」欄の◎は評価専門官の配置署、括弧害の署名は指定署

6麹町署の特別調査情報官1名は、全管広域運営によって、署所管連結グループに対する調査を担当

7 「審理専門官」欄の※は、審理専門官の複数配置署

8麹町署の法人国際官1名及び源泉国際官1名は、全管広域運営によって、情報の収集・分析及びそれらに基づく調査事
案の企画、調査手法の開発等を担当

9 「機動官（個人） 」欄の括弧害の署名は連絡署。なお、○は広域運営（6ブロック：世田谷署、北沢署、玉川署、渋谷

署）による国際取引に関する機動調査事務を担当

10機動官（資産）の○は配置署

－7－

署名等

区分 評 価

専門官

特別調査

情報官

酒 類

指導官

機動官

個 人 資 産

機 動 調 査 官

（ 法 人 課 税 ）
■■■■■ 般 機動担当部門 特 命 担 当

酒類調査

センター

(広･広域）

プ
ロ
ツ
ク

ー

千葉東

千葉南

千葉西

銚 子

市 川

船 橋

館 山

木更津

松 戸

佐 原

茂 原

成 田

東 金

柏

。

◎

(千葉東）

(成田）

◎

(千葉東）

(千葉南）

(千葉南）

(市川）

(成田）

(千葉南）

◎

(成田）

(市川）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

◎

(千葉東）

(千葉東）

(成田）

(松戸）

(松戸）

(千葉東）

(千葉東）

◎

(成田）

(千葉東）

◎

(成田）

(松戸）

◎

◎

(千葉東）

(東金）

◎

(市川）

(千葉南）

(千葉南）

◎

(成田）

(東金）

◎

◎

(松戸）

◎

(千葉東）

○(千葉東）

(千葉東）

○(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

○(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

○(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

◎

(木更津）

◎

(銚子）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町．,麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布。 農谷・新宿）

(麹町・麻布． 農谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

◎

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

(千葉東）

２
ブ
ロ
ッ
ク

麹 町

神 田

小石川

本 郷

豊 島

板 橋

(神田）

◎

(足立）

(足立）

(四谷）

(四谷）

◎

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(神田）

◎

(東京上野）

(東京上野）

◎

(豊島）

◎

(麹町）

(豊島）

(豊島）

◎

◎

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(神田）

◎

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

◎

(麹町・麻布・渋谷・新宿)

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布。 受谷・新宿）

(麹町・麻布。 農谷・新宿）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

◎

(豊島）

３
ブ
ロ
ッ
ク

東京上野

浅 草

王 子

荒 川

足 立

西新井

葛 飾

(足立）

(足立）

(足立）

(足立）

◎

(足立）

(江戸川北）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

(麹町）

◎

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

(東京上野）

◎

(東京上野）

(東京上野）

(足立）

◎

（足立）

◎

O(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(神田）

（神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(麹町・麻布． 農谷・新宿）

(麹町・麻布。 農谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

４
ブ
ロ
ッ
ク

日本橋

京 橋

本 所

向 島

江東西

江東東

江戸川北

江戸川南

(神田）

(神田）

(江戸川北）

(江戸川北）

(江戸川北）

(江戸川北）

◎

(江戸川北）

(京橋）

◎

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(京橋）

(神田）

(神田)

(東京上野）

(東京上野）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(京橋）

◎

(葛飾）

(葛飾）

◎

(江東西）

◎

(江戸川北）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

○（渋谷）

(渋谷）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島)

(豊島）

(豊島）

(豊島）

５
ブ
ロ
ッ
ク

芝

麻 布

ロ

川口ロ

荏 原

大 森

雪 谷

蒲 田

(神田）

(神田）

(目黒）

(目黒）

(目黒）

(目黒）

(目黒）

(品川）

(品川）

◎

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(神田）

(神田）

◎

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

◎

◎
、

◎

(品川）

(麻布）

(麻布）

(芝）

(渋谷）

○（渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

（ 農谷）

(渋谷）

○（渋谷）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(麹町･麻布・渋谷.･新宿）

◎

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布． 農谷・新宿）

(麹町・麻布. 農谷・新宿）

（麹町・麻布． 農谷・新宿）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）



平成30事務年度主な機能別職員の広域運営等の状況3

】lま

2括弧害の署名は、広域運営における中心署

3 「情報技術専門官（個人） 」欄の○は、特官（電子商取引担当）と同様の広域運営による先端分野に係る調査等を担当
4特調部門等の個人は特調部門、法人は調査筆頭部門

5 「評価専門官」欄の◎は評価専門官の配置署、括弧書の署名は指定署

6麹町署の特別調査情報官1名は、全管広域運営によって、署所管連結グループに対する調査を担当
7 「審理専門官」欄の※は、審理専門官の複数配置署

8麹町署の法人国際官1名及び源泉国際官1名は、全管広域運営によって、情報の収集・分析及びそれらに基づく調査事
案の企画、調査手法の開発等を担当

9 「機動官（個人） 」欄の括弧害の署名は連絡署。なお、○は広域運営（6ブロック：世田谷署、北沢署、玉川署、渋谷
署）による国際取引に関する機動調査事務を担当
10機動官（資産）の○は配置署

－8－

署名等

区分 評 価

専門官

特別調査

情報官

酒 類

指導官

機動官

個 人 資 産

機 動 調 査 官

（ 法 人 課 税 ）
一 般 椴勤担当部門 特 命 担 当

酒類調査

センター

(広･広域）

６
ブ
ロ
ッ
ク

目 黒

世田谷

北 沢

玉 川

渋 ・谷

◎

◎

(世田谷）

(世田谷）

(神田）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

○（渋谷）

◎

(世田谷）

(世田谷）

◎

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

◎

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

◎

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

７
ブ
ロ
ッ
ク

四 谷

新 宿

中 野

杉 並

荻 窪

練馬東

練馬西

◎

(四谷）

(四谷）

(世田谷）

(世田谷）

(四谷）

(四谷）

(新宿）

◎

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(新宿）

◎

(杉並）

◎

(杉並）

◎

(練馬東）

(渋谷）

(渋谷）

○（渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(渋谷）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

◎

(麹町･麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

８
ブ
ロ
ッ
ク

八王子

立 川

武蔵野

青 梅

武蔵府中

町 田

日 野

東村山

◎

(武蔵府中）

(武蔵府中）

(八王子）

◎

(八王子）

(八王子）

(武蔵府中）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(立川）

◎

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

◎

◎

◎

(立川）

◎

王子）

(武蔵府中）

◎

○（立川）

◎

○（立川）

(立川）

○（立川）

(立川）

(立川）

○（立川）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田） ．

(神田）

(神田）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布一渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布。 農谷・新宿）

(豊島）

(豊

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

(豊島）

９

ブ
ロ
ッ
ク

鶴 見

横浜中

保土ケ谷

横浜南

神奈川

戸 塚

緑

川崎南

川崎北

川崎・西

横須賀

平 塚

鎌 倉

藤 沢

小田原

相模原

厚 木

大 和

(川崎北）

◎

(横浜中）

(横浜中）

(川崎北）

(横浜中）

(川崎北）

(川崎北）

◎

(川崎北）

(藤沢）

(厚木）

(藤沢）

◎

(厚木）

(厚木）

◎

(藤沢）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(品川）

(川崎北）

◎

(横浜中）

(横浜中）

(川崎北）

(横浜中）

(川崎北）

(川崎北）

◎

(川崎北）

, （横浜中）

(厚木）

(横浜中）

(厚木）

(厚木）

(厚木）

◎

(厚木）

(神奈川）

◎

(横浜中）

◎

◎

(横浜南）

◎

◎

◎

(川崎北）

(鎌倉）

◎

◎

◎

(平塚）

◎

(平塚）

(相模原）

(横浜中）

◎

(横浜中）

○(横浜中）

○(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

○(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

○(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

（神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(麹町・麻布。 農谷・新宿）

(麹町・麻布。 受谷・新宿）

(麹町・麻布。 農谷・新宿）

(麹町・麻布． 農谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町Q麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布。 農谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷q新宿）

(横浜中）

◎

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

(横浜中）

仰
ブ
ロ
ッ
ク

甲 府

山 梨

大 月

鰍 沢

◎

(甲府）

(甲府）

(甲府）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

(新宿）

◎

(甲府）

(甲府）

(甲府）

◎

(甲府）

(甲府）

(甲府）

(立川）

(立川）

(立川）

(立川）

◎

(甲府）

(甲府）

(神田）

(神田）

(神田）

(神田）

(麹町・麻布． 農谷・新宿）

(麹町・麻布. 農谷・新宿）

(麹町・麻布。 農谷・新宿）

(麹町・麻布・渋谷・新宿）

◎

(甲府）

(甲府）

(甲府）
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○資料収集枚数等の推移

(千枚）
（人）

300500．000

従事人員従事人員450，000

’
250

400,000
法定外資料の収集枚数法定外資料の収集枚数

RMIH"
131,29可
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350，000
23;3623;36
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300,000

．

蕊
麺a麹a

61ｩ47561ｩ475
71｡“6

65,26565,265

死厨司評a”
珪
虞
⑪

３
澤
唖
口
号
Ｌ

珪
虞
⑪

３
澤
唖
口
号
Ｌ

珪
虞
⑪

３
澤
唖
口
号
Ｌ6262,3981 172,7562,3981 172,7572,75

250,000 150

鍵
漉；幻豚

鑑

篭：

9脚 M23乳“2認認“艶

狸ダ“

ﾓ

200,000 Z7a290

2m2m“

;扇
ﾌﾉ

蕊鍔曲｢卍 晶 Bfざ.? 串
辮曙ふ､群

94,487

７ /皿ｲ8＃
F

100

竺§§
4132841328

導杢亀150,0 00
～溌鶏驚

蕊
溌鶏驚

蕊鍵
鍵 鴬

‘？ 霞霞
Oaa77

§
錘錘錘錘

100,0 00 恥
〆
癖 錘8

二二二
鍵 50蕊

｢扇7

輔
去定調書の提出 枚 》

鋳
鍵
識

》
鋳
鍵
識

蕊

、品

評

《
叩
《
、

汎

智

審

鐘

、
ｆ
、
《
八
靭

晶王

『
岨
虫
《
《
も

蕊

鐙
．
〆
、

、

泌

帯

誇

誇

僻

一

畢

干

《

な

■

〃

50，0 0
2通浦I80.7刀 ”赫30 34.60 3,9 53河3

鰯
49234923 51､54

篝篝篝、罐

蕊蕊
錨

0
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（事務年度）

(注）平成30事務年度は､平成30年7月～12月の実績である。

【平成20年以降新設された法定調書】 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

①名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書

②上場証券投資信託の償還金等の支払調書

③金地金等の譲渡の対価の支払調書

④外国親会社等が国内の役員等に
供与等をした経済的利益に関する調書

⑤教育資金管理契約の終了に関する調書

⑥国外財産調書

⑦非課税口座年間取引報告書

⑧国外証券移管等調書

⑨結婚･子育て資金契約の終了に関する調害

ーｰ
I ：
I O

I i
I q

ﾄｰ一一一…-----←

▲

●

．
F可

F 1

口可

了

【
一

⑩財産債務調書
〒

⑪未成年者口座年間取引報告書

⑫保険契約等の異動に関する調書
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○総合調査特官の調査事績の推移
嚇
捌
（
鰡
謬
）
１
Ｎ

ｰ

つ

処理事案件数は基幹事案の件数を示し、処理件数は基幹・関連・連携を含めた件数を示す。
増差所得金額及び不正所得金額は、所得税、相続・贈与税、法人税に係る調査事績である。
追徴税額は、所得税、相続・贈与税、法人税、消費税、源泉所得税及び印紙税の追徴本税額及び加算税額等を含む。
更．修正割合及び不正発見害'|合は、処理件数に占める更・修正件数又は不正発見件数の割合を示す。
複数税目割合は、処理事案件数に占める複数税目処理事案の件数の割合を示す。
30事務年度は、平成31年3月末現在の事績を示す。

１
２
３
４
５
６

ｊ注ぐ

処理

事案
件数
処理

件数

調査

総日数

ｒ
‐
Ｉ

’

増差所得金額

所得税
相続

贈与税
法人税

不正所得金額

所得税
相続 ．●

贈与税
法人税

追徴
税額
更.修
正割合
不正発

見割合
複数税
目割合

処理事案件数1件当たり

増差所
得金額

不正所

得金額
追徴
税額

f
一
一 件 人日 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 ％ ％ ％ 千円 千円 千円

21 86 444 13，340 15,035 2, 195 1,271 11,569 9,269 524 178 8,566 3,885 86.9 28．6 95.3 174,828 107,774 45， 177

22 86 364 12,888 11,517 3,581 2，283 5，653 5,821 1,724 66 4,031 4，387 74.2 35．2 66.3 133,921 67，685 51,013

23 88 376 12,639 11,757 2,658 1,906 7, 193 5，726 792 557 4,376 3,857 79.5 34．0 67.0 133,599 65,063 43,833

24 66 306 10,365 7,344 2,107 1，085 4, 152 4,053 636 212 3,205 2,655 87.6 30． 1 72．7 111,281 61,409 40,223

25 79 301 10，021 6,964 2,273 619 4,072 3,345 974 19 2,352 2,236 77． 1 21．6 67． 1 88，150 42,345 28,302

26 81 288 9,782 9,588 2,084 1，379 6, 124 4,747 1，000 66 3，681 3,201 81．3 30.9 79.0 118,374 58，607 39,517

27 84 370 10,234 9，777 2,453 858 6,466 3，146 635 29 2,482 3,400 82.4 22.4 78.6 116,390 37,453 40,475

28 89 339 11,994 11,478 2,632 620 8,226 2,013 539 24 1,450 2，851 77.6 16．5 75.3 128,964 22,616 32，031

29 103 372 9,752 8,781 4,053 915 3,813 3,289 598 80 2,611 3,099 84． 1 22.3 77.6 85,255 31，940 30,092

30 66 239 6，356 8, 145 3,297 1,287 3,560 3,310 929 88 2,292 2，586 83．7 19.7 78．8 123,413 50, 166 39， 194



S 開発調査特官の資料源開発事績の推移

嚇
州
（
鰡
謬
）
ｌ
①

ｌ
』
」
Ｉ

(注） 平成30事務年度は、平成30年7月～12月の実績である。

連絡せんには、調査情報連絡せんを含む。

稼働日数の状況

総稼働
日 数

開発調査

事 務

口
今一一一一 一一一一 一一

割合

処理件数の状況

開発調査

件 数 口
開発事案区分

その他の
資料源
開発事案

試行
調査

資料収集の状況

活用効果の高い資料

重要資料 資金資料 連絡せん 小計

蓄積
その他

合計

20

人日

13．494．9

人日

10.611．5

％

78．6

件

403

件

9

件

91

件

248

件

55

件 件

ー

件

54

枚

3,212

枚

725

枚

5，744

枚

9，681

枚

186，668

枚

196,349

21 13．447．9 10,554．9 78．5 366 1 81 229 35 20 I■■■■ 19 3，120 25 8,452 11，597 148,236 159,833

22 13,367.2 10.252．9 76．7 351 3 72 218 43 15 ー 29 2,419 67 8,924 11,410 250,095 261，505

23 13，857．2 10,453.6 75.4 372 一 65 260 42 5 ー 10 1．369 472 4,920 6．761 409,905 416,666

24 13．770．5 10,450.7 75．9 361 12 119 113 91 26 ー 5 2.208 30 6,240 8,478 556,713 565． 191

25 13．590．6 10．024．8 73．8 340 ー 122 118 92 8 Ⅱ■■■■ 6 2.609 28 8，158 10．795 429, 125 439,920

26 13，782．6 10,316.3 74．9 356 一 124 112 119 1 2 1.247 18 8,203 9,468 3,219,548 3,229,016

27 13.761.6 10,320.0 75．0 360 q■■■■ 99 161 98 2 ー

1，266 5 9,171 10.442 1,106,986 1，117．428

28 13．860． 1 10,334.6 74．6 368 ー 88 153 122 5 ー 784 9 6,720 7,513 15,907,416 15,914,929

29 15，660．8 11，794．6 75．3 386 ー 77 172 125 12 q■■■■

1,030 6 7,066 8，102 16,651,222 16,659,324

30 8,324.2 6, 154．5 73.9 165 － 46 88 27 4 一 619 0 2,587 3,206 954,066 957，272



4法定監査事續の推移
嚇
州
（
鰡
議
）
ｌ
心

ｰ

~

(注) 1平成30事務年度は、平成30年7月～平成30年12月の実績である。
2平成24事務年度からは、監査事務体系の見直しを行い、簡易監査を廃止した。

実地監査

件数 非違件数 非違割合

収集枚数

法定調書

1件当たり

法定外資料

1件当たり
計

簡易監査

件数 非違件数 非違割合

収集枚数

法定調書 法定外資料 計

21

件

391

件

328

％

83．9

枚

32,092

枚

82. 1

枚

53,336

枚

136.4

枚

85,428

件

136

件

123

％

90.4

枚

1，529

枚

0

枚

1,529

22 455 418 91．9 23,467 51．6 53,360 117．3 76,827 212 206 97.2 2,549 178 2,727

23 850 775 91．2 42,553 50． 1 169,667 199.6 212,220 221 219 99． 1 3,355 23 3,378

24

25

26

27

28

29

30

807

818

806

799

998

952

658

735

751

696

664

770

719

237

91. 1

91．8

86.4

83. 1

77．2

75.5

36.0

56,591

71,616

41,824

59, 171

103,340

33,585

5, 171

70.1

87．6

51．9

74. 1

103．5

35.3

7.9

51,535

55，634

132,221

4,938,435

997,367

301，303

67,640

63.9

68.0

164.0

6，180．8

999.4

316.5

102.8

108,126

127,250

174,045

4,997,606

1, 100,707

334,888

72,811



嚇
州
（
蝿
幅
）
’
一聯

調査の指導･監督
（調査審理）

事前照会
夢

参考

訟務官室

ｰ

“

･所得班

･資産班
･法人班

･国際班
･査察班

・支援班
(争訟見込支援）

とJ 局事案等担当■ : ■ J E
． - “ ・ “ 」 ・ ・ －： ： ； ． ； ：

ﾛ原処分のための鯛査審理(鯛査審理依頼

のあるものに限る6;XF季劃n1MN 十 ＝E ff

、局事案等担当
(文案指導｡合議課）

Iー'ﾛロー‘･ロー'･･.｡､｡｡'‐‘｡｡ｰー'■･'■ﾛ'ﾛ･一ー'■･'■ロー'■■･■‘｡｡'■･ー'ﾛロー‘■･ー~0
1 －0

局間支援担当 11

1.髄局からあ婁爵吾勇子､車務運鴬指針の1
1枠を超えて不羅香軍案に擦る天案作成淳1
1の支授を実瞳 ,

I

I I
B‘■■,■■,■■,■■‘■■,■■－－■■－，■■,■■,■■,■■,■■,■■!■■,■■,■■－－－，■■,■■－－1■■‘■■,■■上中

局間支援担当
･他局における原処分のための鯛査審理
(支援要請のあるものに限る｡）

署

局

他
局 他局事案

個人課税課

資産課税課

法人課税課

個人課税課
資産課税課
法人課税課
消費税課
(印紙税のみ）

消費税課

不服審査担当
(局事案等担当）

← 〆 G

･争訟見込み事案に
おける原処分のため
の調査審理J



参考(審理)－2

○不服申立て・事前照会等の件数の推移

【不服申立て等の発生件数】
（ｲ生）
、6I〃

1500 直

｜ 再調査の請求｡異冒再調査の請求｡異議 て ’
1
1 ププ

申立

、

7285

103
"a2

、プ
1200 イnnn

7"9、ミ

爾撫1--

7"9、ミ

釘驚蕊蕊蕊垣 ヱ ﾆ ﾕ 即詫零曲 弓 ず鍔
蓉二壷二蕊〆鈩鑑蔀(

謹發蕊蕊辮，

｜
鋸
一 巧

９
９
７
吻
亜
吻
亜

婆4録
÷曹晶晶 晶十号 鍔

900
妬
一 575575

死9 戸舂珂一
600 討1，182

| 'pO7ni通「L星「1 .007 404
1 ,077 一

920
訴訟事件

ifF
i生」

1 0

629
蕊

300 ９
６
１
６

６
１
０
２
９
５

107 434

且Q今一

I95卵
↑ 3暁

▲

61
▲◆一ﾄｰｰ十÷-ﾄｰｲｰ~-－ －54一宇一丁~｢－I ー‘ '… ､やY ､索膜司啓一雪毒璽一宇 ． i＝一号…諦祷… 評

0
1

21 22 23 24 25 26 27 、 28 29 30（年度）

(参考） 不服申立制度の改正により、平成28年4月以降の処分に対する不服申立ては、審査請求と再調査の請求の選択制とされた。

【事前照会等の発生件数】

ﾊハ （件）
600

畔再堰臺篁垂｣岸¥且全釜｣岸箪墜」岸
組織再編･再建支援

F
口言一

”7

|｜ ‘管.‘ ｜－

一雨.、膣

書回答5a3
‘巧

500

／ 〃173 135 39プ
380127127

400

判

ノノ 3/230‘120

300 97144132

削
9999 90

64 69

雌＃ 99

1041041049595
¥~ ｢言う宇両200

二L160

89ノ

弓

癖

議驚
144 152 －－

107
65

100 87 －－

-F弱菫38:: ：

6464

－

88

1 …

9178 8072 69 60
1 吋

0
I

21 22 23 24 25 26 27 28 29 （30) (事務年度）

(注) 30事務年度の件数(304件）は5月末現在の件数であり、対前年同月比は107.8%(29事務年度の5月末現在は282件）である。

-14-



参考(個人)－1

○事務運営の推移等

1個人課税部門の総稼働日数､所得税の申告書提出件数及び調査･内部事務量

０
０
０
０
０
０
０
０
０

１
０
０
０
０
０
０
０
０
０

日
、
、
、
０
０
、
、
ｐ
０

人
旧
卯
沁
卵
犯
旧
卯
沁
卵

Ｉ
６
５
５
５
５
５
４
４
４

｜ 総稼働日数 卜総稼働日数、

(千件）

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
８
６
４
２
０
８
６
４
２
０

６
５
５
５
５
５
４
４
４
４
４

210.00,

190.000

170.000

150.000

130．000

1 10，000

90.m0

三＝名＝三里二二

内部事務号

雪雫豈一二竺窒＝菫塗室－－－＝勇一髻竺＝
16 17 18 19

(注)1申告件数は､翌年3月末日の数値である。

2調査事務量は､着眼調査(机上)を除く。

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2実地調査事務量の推移(各事務年度末現在） (件）

０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０

５
０
５
０
５
０
５
０
０

４
４
３
３
２
２
１
５
０

（人日）

160.000

140膿000

120.000

100,000

80.000

60.000

40.000

20．000

0

に＝．着眼(実地)

[＝．一般

[＝．特調

一調査件数

21 －991

19．768
19，753

20.950 18.02519．867 20.23318‘708
23-66611．766

17，454
“3ββ

一一一
19．416 15．07117．396

2/’7ﾉ2

－－◆一一
2α500

一

T論爾1橘-僅幽一
20-103ﾉ925〃

←

＝

一念＞ ノ＆ｲ″

→

41.052

ノZ5”

一

54.880

ﾉ8ノ”ﾉｽ“3 ﾉZ”5、

48.800

-←
ノ級5¥4

望 聿~罐延 一一引斗一一卜岸←一卜55.983
ノ＆錘

39.552

48-980
59．298 53.55249． 1 19 48．508

53.39444.910
46.62452.306

51 .754 砺蒋郛璃…錨

霧 58.553
蝿“Z，
. f l 』 ず。

49.343 49.8964＆264 4識24“335
Ⅱ

麟

吋

Ｕ

蝿

棚

＃

１

？

皿
０
皿

Ⅱ

４
42．913 43．351 4W:950

鵡纐8

鍵
：

卦
範

16 17 【8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 ：,画念司
3調査体系､機構及び各種施策の推移

特 別 調 査 一 般 調 査

着 眼 調 査 （ 実 地 ． 机 上 ）二二

事後処理(溺査）

事 後 処 理
事後処理(行政指導）

塵盈 I

唖

両：

’

’ I

口 ．国

(事務年度） 16 Iフ 18 19 20 21 2Z 23 24 25 26 27 28 29 30

-15-

申告件数

接
触
体
系

実
地

机
上

調査関係

イ､卜
遥定倒寄の国から

地方へのデータ連据開始
H25,5

＝黍

システム関係

KSKシステム全国展開(1.駆瀧～

社会保障･税番号ﾎ11度

の導入

財産{､務調書制度

の創設



嚇
蠅
（
面
シ
）
１
Ｎ

2課税事績の推移

（1） 所得税
(参考）譲渡の有所得者数等

ｰ

⑤

(注） 各翌年3月31日現在の数値である。

｢羅歪軍霄雨羅喜可申告所得税集計簿（業務管理情報）

合 計
対前年比 ､ 1人当たり 営業等所得者 対前年比 1人当たり 農業所得者 対前年比 1人当たり その他所得者 対前年比 1人当たり

人
員

21

蛇
一
路
一
別
己
開

26

27

28

29

30

1,881

1，

1，

人

208

849.343

620,789

1,613,230

1，671，661

1，659，088

1，712，512

1,718,
－－

1,741,

096

987

1,746,417

96． 1

％

98.3

87.6

99.5

103.6

99.2

103.2

100．3

101.4

100.3

人

314.552

303,672

314,600

321，005

328,667

341;642

353,052

361，934

359,825

363,821

％

88.8

96.5

103.6

102.0

102.4

103.9

103.3

102.5

99.4

101． 1

人

10,170

，
952

10,741

12，395

11，389

10，161

11，886

13,258

13，521

12，960

％

92.7

107.7

98．1

115．4

91．9

89.2

117.0

111．5

102.0

95.9

人

1,556,486

1,534,719

1,295,448

1,279,830

1,331,605

1,307,285

1,347,574

1,342,904

1,368,641

1,369,636

％

97.7

98.6

84.4

98.8

104.0

98.2

103． 1

99.7

101．9

100． 1

総
所
得
金
額
等

創
口
躯
一
閉
口
別
一
茄
一
恥
三
町
一
邪

羽
一
別

億円

116,509

116.257

112．855

115, 454

136，032

128,823

138， 112

141, 111

147,085

152,025

％

87．3

99．8

97. 1

102.3

94.7

107.2

102.2

104.2

103.4

千l1l

6， 193

6.286

6,963

7, 157

8. 138

7,765

8,065

8,213

8，444

8,705

億円

14,483

13.989

14,226

14,642

15,013

15,721

16,396

16,777

16．990

17,453

％

88.3

96.6

101．7

102.9

102.5

104.7

104.3

102.3

101．3

102.7

千円

4,604

4,607

4,522

4，561

4,568

4,602

4,644

4,635

4,722

4,797

億円

287

343

316

398

355

300

388

467

482

452

％

92.3

119．5

92． 1

125．9

89.2

84.5

129.3

120.3

103.2

93.9

千円

2，822

3,132

2,942

3,210

3， 117

2,952

3,264

3,522

3,562

3,489

億円

101，739

101,925

98，313

100,414

120,665

112，802

121,327

123,867

129,614

134,120

％

87.2

100．2

96.5

102． 1

120.2

93.5

107.6

102. 1

104.6

103.5

千円

6,536

6,641

7,589

7,846

9,062

8,629

9,003

9,224

9,470

9,792

申
告
納
税
額

別
一
蛇
一
路
一
別
弱
恥

27

28

29

30

億円

9,009

9.062
口
川
一
Ⅷ

10,966

10,904

12，144

12，574

13, 186

13,778

83． 1

％

－
６
’
２
’
０

－
㈹
一
例
量
岨

－
１
’
’
１

117.2

99.4

111．4

103.5

104．9

104.5

千I]1

479

490
一一一÷－一一一一一 一

566

580

656

657

709

732

757

789

億ITI

1，411

1,373

1．397

1,411

1,456

1，501

1,609

1，613

1，615

1．672

％

91．2

97.3

101．7

101．0

103.2

103． 1

107.2

100.3

100． 1

103.5

千円

449

452

444

440

443

439

456

446

449

460

億円

12

16

13

20

17

14

22

30

31

26

％

92.3

133.3

81．3

150．1

88.3

79.0

159.7

136.4

103．1

85.4

千円

118

146

121

157

151

134

183

224

226

202

億円

7,586

7,673

7,763

7,924

9,493

9,390

10，513

10,931

11,540

12，079

％

81．7

101． 1

101．2

102．1

119．8

98.9

112.0

104.0

105．6

104.7

千円

487

500

599

619

713

718

780

814

843

882

譲渡所得 対前年比 1人当たり

人

135,935

149,057

136,895

150.039

312,479

244,635

254,234

199,575

287,229

243,980

％

108．9

109.7

91.8

109．6

208.3

78.3

103.9

78.5

143.9

84.9

億円

12，813

％

67.5

千''1

9,426

15，155 118.3 10, 167

16,058 106．0 11，730

18，349 114.3 12,229

36,886 201．0 11,804

25,206 68.3 10,304

30,387 120.6 11,952

32,777 107.9 16，424

37,031 113．0 12,892

37， 141 100.3 15，223



(2)消費税 嚇
州
（
面
シ
）
１
ｍ

ｰ

へ］

(注）1 各年分は、その年の4月1日から翌年3月31日までに終了した課税期間について、翌年6月30日までの申告（国、地方公共団体等については

翌年9月30日までの申告を含む。 ）又は処理（更正、決定等）の事績である。

2 「申告税額」欄は、地方消費税（譲渡割額）を含まない。

3 「申告税額」欄の「計」欄は、納税申告税額から還付申告税額を控除したものである。

納税申告

’ 対前 簡易課税
対前年比

還付申告
対前年比

計
対前年比

申
告
件
数

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

件

293,055

州
捌
一
州

９
－
，
一
，

別
一
別
一
浦

２
－
２
－
２

248,682

235,575

230,025

230,373

231,730

234,677

235,496

％

96． 1
－一 一 ＝ 一一一一一一

97．9

99.3

96.6

90.4

94.7

97.6

100．2

100.6

101．3

100．3

件

198,032

193,008

191,298

184,495

166,740

155,509

150,464

148,687

147,178

146,597

145,245

％

96.3

97.5

99．1

96.4

90.4

93.3

96.8

98.8

99.0

99.6
'

99．1

件

7,017

7,449

7,972

7,043

6,013

5,557

5,893

6,715

7,304

7,619

7,942

％

99.2

106.2

107．0

88.3

85.4

92.4

106.0

113.9

108.8

104.3

104.2

件

300,072

294,385

292,831

282,092

254,695

241，132

235,918

237,088

239,034

242,296

243,438

％

96． 1

98． 1

99.5

96.3

90.3

94.7

97.8

100.5

100.8

101．4

100.5

申
告
税
額

19

20

21

22

23

４
－
５

２
－
２

26

師
一
朗

29

百万円

114,656

110, 175

103,764

100,206

95,316

－
２

冊
－
６

３
－
０
，
，

４
－
４

９

９

131,

147,

570

320

152,554

153,568

％

97．7

96. 1

94．2

96．6

95． 1

99.0

99．6

139.9

112.0

103.6

100．7

百万円

56,014

53,694

50,114

48,395

46,220

45,620

45,188

63，145

70, 134

73,268

73,000

％

97.7

95.9

93.3

96.6

95.6

98.7

99. 1

139.7

111． 1

104.5

99.6

百万円

10,236

8,638

8,666

6,786

4,441

4,342

5,440

8,743

11,118

10, 145

11,458

％

130．3

84.4

100.3

78.3

65.4

97.8

125.3

160.7

127.2

91．3●

112．9

百万円

104,420

101，537

95,098

93,420

90,875

90,051

88,622

122,827

136,202

142,408

142， 109

％

95.3

97．2

93.7

98.2

97.3

99． 1

98.4

138.6

110.9

104.6

99.8

東京国税局統計書（消費税課税状況）



3調査事績（調査態様別）の推移 嚇
姉
（
薗
湯
）
ｌ
の

ｰ

“

｜

今事案を含』

2税額には加算税額を含む。

3 着眼調査は実地調査のみである。

4 30事務年度は、 30年7月～31年4月の事績である。

所 得 税

調査件数 調査総日数
調査全年分増差額

所得金額 税額

1件当たり

調査日数 所得金額 税額

重加賦課
割 合

消 費 税

調査件数
同時調査

割合
増差税額

源泉所得税

》
遅
く
ロ

非
割 税額

特

別

21

22

23

24

25

26

”
Ⅲ
一
別
一
加

件

3.679

3 260

3 698

3 408

3 255

3 286

3 586

3 707

4 054

3.746

人日

50.341

45 968

50 038

52 684

52 658

50 906

53 938

55 922

60 639

53．445

百万円

86.629

76 817

75 384

69 893

58 884

63 487

65 677

60 971

101 735

82.244

百万円

22.423

21 565

18 256

15 353

14 369

13 195

15 052

13 432

21 607

16．889

人日■

13．7

14．1

13．5

15．5

16．2

15．5

15．0

15． 1

15．0

14.3

千円

23.547

23 563

20 385

20 509

18 090

19 320

18 315

16 447

25 095

21．955

千円

6.095

6 615

4 937

4 505

4 414

4 016

4 197

3 624

5 330

4.509

％

14．8

15．2

12．1

11． 1

11．5

8.9

10. 1

10.6

11．4

13．7

件

2．100

1 751

1 966

1 953

1 770

1 988

2 042

2 168

2 220

2.002

％

57．1

53.7

53.2

57.3

54.4

60.5

56.9

58.5

54.8

53.4

百万円

4.787

2 313

2 416

2 119

2 222

1 810

2 789

2 523

2 890

3.378

％ 百万円

一

般

21

22

23

24

25

恥
，
冊
函
30

10．045
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464
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610
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44.060

81．394

72 596
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一
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175

973

781

90 081

91 496

83 870

84 393

74. 110

11．271

10 379

10 203

7 011

7 924

10 880

10 864

10 314

10 780

9， 166

4.7

4.9

4.9

5.3

5．7

5.9

5.9

5.9

6.2

6.9

8．103

8 235

7 697

6 685

7 588

9 162

9 579

8 676

9 248

10．346

1．122

1.177

980

769

914

1． 107

1． 137

1．067

1，181

1．280

1．7

1．5

1．5

1.3

2.2

3.7

4.5

3.5

4.6

6.9

3.835

3 438

4 138

3 662

3 046

4 380

3 996

4 140

3 790

2，931

38.2

39.0

39.7

40．1

35． 1

44.5

41．8

42.8

41．5

40.9

1.088

1，355

1.515

1． 177

957

1．862

1．805

2． 154

2．360

2． 154
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13 512
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066

133

20 706

20 017

14． 150

16.578

21 933

20 528

13 394

13 643

35 781

41 206

41 676

33 374

25.495

1, 110

1 935

1 520

1 121

1 278

2 505

2 999

3 159

2 602

2.086

2.4

2.7

2.8

2.8

3.3

3.5

3.5

3.3

3.4

3.2

2，008

2 840

2 579

3 019

3 350

6 158

7 084

6 737

5 660

5.849

135

251

191

253

314

431

516

511

441

479

1■■■

1■■■

4■■■

ー

ー

0.5

0.8

0.5

0.6

0．5

6．147

6 234

6 130

2 858

1 389

2 028

2 026

2 006

2 071

1．626

34.7

2963

34.8

31．7

30.5

34.9

34.8

32.4

35． 1

37.3

1．180

1,422

1．306

720

336

646

759

796

776

755

〈
ロ

計

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

21，978

19 800

22 074

16 966

15 996

18 928

18 955

19 560

19 076

15．268

117.256

109 879

122 717

113 652

115 815

129 436

130 391

133 238

136 962

111.655

184．601

171 346

176 087

144 260

138 308

189 349

198 379

186 517

219 502

181．849

34.804

33 879

29 979

23 485

23 571

26 580

28 916

26 906

34 989

28． 141

5.3

5.5

5.6

6.7

7.2

6.8

6.9

6.8

7.2

7.3

8.399

8 654

7 977

8 503

8 646

10 004

10 466

9 536

11 507

11．910

1．584

1 711

1 358

1 384

1 474

1 404

1 526

1 376

1 834

1．843

3.2

3.2

2.7

3.0

4.8

3.6

4.4

3.9

3.4

7.2

12．082

11 423

12 234

8 473

6 205

、 8 396

8 064

8 314

8 081

6.559

40.0

36.5

39.6

40.8

37.9

44.4

42.5

42.5

42.4

43.0

7.055

5 090

5 237

4 016

3 515

4 318

5 353

5 473

6 026

6.287

2．1

1．7

1．8

2.4

2．1

2.0

1．7

1．7

1.3

1．2

257

247

212

252

261

178

182

134

84

94 1



参考(資産)－1

事務運営の推移等

【総稼働日数及び内部･外部接触事務量の推移(各事務年度)】
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嚇
州
（
湖
例
）
１
ｍ

2課税事績の推移

’
四
つ
Ｉ

(注） 1 相続税は翌年10月末日までに申告又は処理をしたものである。

2贈与税は翌年3月31日現在の事績である。 東京国税局統計．書 贈与税の申告状況表

相 続 税

被相続人数

対前年比

課税価格

人員
対前年比

金額
対前年比 1人当たり

納付税額

人員
対前年比

金額
対前年比 1人当たり

人 ％ 人 ％ 億円 ％ 千円 人 ％ 億円 ％ 千円

20 15，237 105．0 44.726 103.2 41,346 104.3 92,443 39． 152 103.2 6,027 101.4 15,394

21 14.485 95． 1 42.009 93.9 37．350 90.3 88.910 36.714 93.8 5．343 88.7 14．553

22 16． 147 111.5 46.296 110.2 39.526 105.8 85.377 40.285 109.7 5.472 102.4 13．583

23 16,375 101.4 46.238 99.9 39.923 101.0 86,343 40． 122 99.6 5.756 105.2 14，345

24 17.263 105.4 48．401 104.7 40,435 101．3 83.542 42.003 104.7 5.566 96.7 13．252

25 18. 136 105. 1 50，401 104. 1 44,211 109.3 87.718 43.639 103.9 6.614 118.8 15，156

26 18.608 102.6 50.778 100．7 43,827 99． 1 86．311 44.048 100.9 6.500 98.3 14,756

27 32,209 173. 1 84,433 166.3 51．721 118.0 61,257 72.934 165.6 7,601 116.9 10.420

28 32.909 102.2 85.573 101.4 52.833 102. 1 61,740 74.387 102.0 8，132 107.0 10.932

29 34.962 106.2 89.908 105. 1 55.935 105.9 62.214 77,956 104.8 8,689 106.8 11.146

30

1 1

1 1 1

集 計 中

贈 与 税

課税件数

対前年比 精算課税

贈与税額

対前年比 1人当たり

件 ％ 件 億円 ％ 千円

73.821 93.3 1，270 448 98.0 606

72.469 98.2 1．294 435 97． 1 601

77.915 107.5 1． 140 507 116.5
●

651

88． 118 113. 1 1． 135 582 114.7 660

94.833 107.6 1.077 512 88.0 540

107.726 113．6 1.210 711 138.8 660

120.252 111.6 1． 130 1,336 188.0 1， 111

126,532 105．2 1．156 1.065 79.7 842

123,166 97.3 1．182 859 80.7 698

124,406 101.0 1.359 883 102.8 710

122,082 98.1 1．070 1.378 156.0 1，129



嚇
雌
（
鰯
蹄
）
ｌ
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S調査事績の推移

（1） 実地調査事績（相続税）

い
ｰ

淵課冒i

2平成21事務年度～23事務年度の調査対象事案は、前々年6月～前年5月までに相続が開始した事案である。
3 平成24事務年度の調査対象事案は、平成22年6月～12月までに相続が開始した事案である。
4平成25事務年度～29事務年度の調査対象事案は、前々年1月～12月までに相続が開始した事案である。
5 平成30事務年度は、平成30年7月～平成31年3月の実績である。

資産税事務処理状況報告書 相続税実地調査事績集計表・検討表

要処理件数

対前年比

処理済件数 調査件数

更．修正割合

調査日数

対前年比

増差課税価格
1件当たり

調査日数 増差課税価格

重加賦課
件 数

重加賦課
割 合

21

件

50,447

％

100.7

件

29,870

件

3,368

％

79.7

人日

44,819

％

98.5

百万円

103,340

人日

13．3

千円

30,683

件

293

％

10．9

22 51，676 102.4 31，404 3,052 77．0 40,326 90.0 97,246 13．2 31，863 232 9.9

23 50,719 98. 1 30,469 3,473 74.0 47,171 117．0 104,009 13．6 29,947 245 9.5

24 52,575 103.7 25,666 2,789 73.2 42，102 89.3 70,999 15. 1 25,457 205 10．0

25 58,669 111．6 31,065 2,826 75.5 42,740 101．5 80，811 15． 1 28,596 210 9.8

26 60,902 103.8 34,497 3,228 75． 1 45,056 105.4 91,110 14．0 28，225 240 9.9

27 73,811 121.2 43,418 3， 194 75.2 44,902 99.7 74,514 14． 1 23,329 224 7.0

28 83,868 113.6 53,784 3,227 76.5 45,697 101．8 95，651 14．2 29,641 233 7.2

29 88,745 105.8 63,764 3,350 79.4 46,543 101.9 90,368 13.9 26,976 262 7.8

30 － － －

2,946 85.8 37,354
－

79,929 12.7 27, 131 354 12.0



実地調査事績（譲渡所得）
嚇
州
（
鰯
師
）

局特・査察・総合特官・資産課税課調査担当・個人課税の事績を含む。

平成30事務年度は、平成30年7月～平成31年3月の実績である。’
四
四
Ｉ

資 ￥ し 務処：:：状況 F告 譲渡所得実地調査事績集計表検討表

(参考）個人課税部門職員による譲渡所得調査（上記内書）

調査件数
更.修正割合

調査日数
対前年比

増差所得金額
1件当たり

調査日数 増差所得金額

重加賦課
件 数

重加賦課
割 合

備 考

件 ％ 人日 ％ 百万円 人日 千円 件 ％

21 4,711 74.9 13,998 74.3 49,295 3．0 10，464 65 1．8

22 3,494 72.0 10,323 73．7 33,568 3.0 9,607 38 1．5

23 3,624 70. 1 10,662 103．3 27,526 2.9 7,595 43 1.7

24 2,882 70．4 11, 117 104.3 23，632 3.9 8,200 48 2.4

25 2，527 67.4 9,939 89.4 18, 115 3.9 7，169 92 5.4

26 3, 165 71．7 12,459 125.4 26,199 3.9 8,278 109 4.8

27 3,223 67.8 12,392 99.5 30,246 3.8 9,384 87 2.7

28 3,713 69.0 14, 154 114．2 26,061 3.8 7,019 52 1.4

29 3,472 67.5 13,659 96.5 30,053 3.9 8,656 40 1．2

30 2,341 69.8 8,611
－

21,075 3.7 9,003 25 1． 1

調査件数
誠渡調査全件数
に占める割合 更．修正割合

調査日数
対前年比

増差所得金額
1件当たり

調査日数 増差所得金額

重加賦課
件 数

重加賦課
割 合

備 考

件 ％ ％ 人日 ％ 百万円 人日 千円 件 ％

21 2,283 48.5 81．8 7,206 66.0 17，516 3.2 7,672 16 0.9

22 1,680 48．1 81．9 4,995 69.3 10，882 3.0 6,477 8 0．6

23 1，585 43.7 79.8 5， 162 103.3 10,565 3.3 6,666 11 0.9

24 1,280 44.4 81．0 4，841 93.8 8,879 3.8 6,937 4 0.4

25 826 32.7 76.4 3,446 71．2 6,983 4．2 8,454 11 1．7

26 1,529 48.3 78.9 6,246 181.3 11，044 4． 1 7,223 18 1．5

27 1,682 52.2 71．8 6，144 98.4 13，691 3.7 8,140 6 0.4

28 2,145 57.8 69.8 7,454 121．3 13,172 3.5 6，141 18 0.8

29 2， 109 60.7 65.5 7,308 98.0 17,025 3.5 8,073 14 0.7

30 1,856 79.3 66.9 5,955
1■■■■

13,707 3.2 7,385 14 0.8

譲渡所得実地調査事績集計表・検討表



参考（機動）

1機動課職員の年間派遣状況等

@ ｜ ， ｜ ‘O ’ ｡ ’ '' ｜ ］ ｜ ， ｜ ， ｜ ‘ ｜ ， ’8 9 10 ll 12 1 d~）
全 3 4 5
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事務年

月

７ 6
慶一ー

L 三

う、
一

旨
『

(1回目派遣･14署） (2回目派遣･19署） (確申派遣） (3回目派遣･18署）
30

前期派遣 ÷--‐後期派遣----し卦 抄

【派遣先署数等】

－－区分 派遣先署数
(延べ署数）

派遣人員
(延べ人員）

被指導者数
(延べ人数）事務霊-=～

ｊ群
媚

く ｊ人
虹

Ｉ ｊ仏
鯛28

29 貝ワ
リ臼

F旬

･イ 131

30
(令和元年5月末現在）

51
F戸

00 139

(注） I被指導者数｣は､機動課椛員が派避先藩において同行指導を行った調査経験の淡い11股員(‘洲査事務経験3年未満)の人数である。

2相続税の調査事績
(各年6月末現在）

①

調査

完了
件数

②調査日数 ④増差課税価格③要更正件数 ⑤増差税額 ⑥重加賦課件数

案
様
事
態

亜加

賦課

割合

⑥/①

亜加

賦課

‘,馴合

⑥/③

内

局従事

|］ 数

1件

当たり

②/①

要更正

抑l合

③/①

要更正

抑l合

③/①

1件

当たり

④/①

1 11：

当たり

⑤/①

1 旧

当たり

①/②

］ 1J

当たり

⑤/②

(件） （日）

1,393.3

(|'|:） （％）

71 84．5

１日
７
１
３４３Ｌ

ｊｌ
（
ｂ

ｌく
６１

（千'1]）

2,683,363

（千円）

31,945

（千'11）

1,926

（千円） （千円）

561,42(） 6,684

(千円）

403

(件）

10

ｊ％
９

１

１１

（％）

14．1自己 84

28 支援 119 1,334.4 381．9 1 11．2 99 83．2 3,057,897 25，697 2,292 368,696 3,098 276 15 12．6 15．2
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廻識 鱗鵜：合計 203 鴬鍵討鰕離I蝿 羅懸 遜獺：
設堅認

自己 115 1,923.1 1,894.3 16．7 101 87．8 3,608,818 31,381 1,877 1,140,502 9,917 593 9.611 10．0

29 支援 169 2,088.7 527.9 12．4 146 86．4 6，337，698 37,501 3,034 1,103,557 6，530 528 38 22．5 26．0
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(平成31年3月末現在）

支援 ワワワワ7
ｰF~~ｰ●， 544.3186 12．0

1弓F
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3同行指導事績
(各年6jl末現在）

臨宅調査 金融機関調査 その他
．
＋
ｌ

ニ
ー
ロ

ヘ
ロ

(回) ； （ |:1 ） (回）÷ （ | ' ） ( luI） １
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219 ； 191．0 137 ； 107．8 355 211．9
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１

１＃

29
360 116．2 l92 i l36,4 506 316．8

５８６５８
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１１は

30
(平成31年3月末現在） 260 ： 239．9 178 ： 137．5 300 191．1

(注]） 「合,汁｣MI1の内1lドきは、fIl川応溶記録下Iの作成Iwl激を示す。
(注2） 「その他｣は､準IIiii洲査:1 1 、イト点幣FM表、肱群箇料作成等の振導'1 ' 1敗･ ': l数を示す

－23－



参考（訟務官室）

○訴訟事件件数の推移

篭牛ｲ牛執
牛・％

【係属・終結件数等】 (各年度3月末現在、単位：件・％）

（ ）内は、構成比である。

－24－

所得税 法人税
相続税

贈与税
消費税 その他 合計

21 55 23 4 ー

6 88

22 48 26 11 1 9 95

23 51 30 19 1 7 108

24 48 35 13 2 9 107

25 41 21 18 2 8 90

26 28 23 9 1 5 66

27 28 14 10 3 6 61

28 32 9 9 1 4 55

29 21 11 5 4 9 50

30 18 17 12 4 3 54

対前年度比

（30/29）
85.7 154.5 240.0 100.0 33.3 108.0

期首

係属

件数

終 結 件 数

取下げ等 却下 棄却 一部敗訴 全部敗訴 合計

期末

係属

件数

敗訴

割合

21
119 13

(14.1)

2

(2.2）

73

(79.3）

2

(2.2）

2

(2.2）

92

(100.0)

115 4.3

22
115 16

(16.8)

－

(0.0）

67

(70.5）

3

(3.2）

9

(9.5）

95

(100.0)

115 12.6

23
'115 3

(2.9）

1

(0.9）

72

(68.6）

10

(9.5）

19

(18.1)

105

(100.0）

118 27.6

24
118 2

(1.7)

12

(10.3)

93

(80.2）

5

(4.3）

4

(3.5）

116

(100．0)

109 7.8

25
109 5

(5.0）

4

(4.0）

80

(80.0）

3

(3.0）

8

(8.0）

100

(100.0)

99 11.0

26
99 2

(2.6）

3

(3.9）

63

(82.9）

1

(1.3)

7

(9.2）

76

(100.0)

89 10.5

27
89 4

(4.8）

4

(4.8）

67

(79.8）

－

(0.0)

9

(10.7)

84

(100.0)

66 10.7

28
66 5

(7.5）

5

(7.5）

56

(83.6）

一

(0.0）

1

(1.5)

67

(100.0)

54 1.5

29
54 4

(8.5）

3

(6.4）

35

(74.5）

1

(2.1)

4

(8.5）

47

(100.0)

57 10.6

30
57 5

(10.0)

4

(8.0）

39

(78.0）

1

(2.0）

1

(2.0）

50

(100.0)

61 4.0


